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以下に記されている条文番号は、特に記載のない限り、銀行法第 14条の 2に基づく告示

の条文番号となっています。 

【内部格付手法】

【第 1 章（定義）＜内部格付手法関係＞】

＜居住用不動産向けエクスポージャー＞ 

【関連条項】第 1条第 38号 

第 1 条第 38 号－Q1 自己居住用部分と非自己居住用部分（賃貸や店舗等）とを一体として

信用供与の目的としている場合、これを居住用不動産向けエクスポージャーとすること

は認められますか。 

(A) 

債務者が居住する建物の一部を住宅として賃貸若しくは店舗として賃貸・使用する場合

で、エクスポージャーが賃貸・店舗部分も含め一体として供与されているとき、自己居住

目的以外の部分が付随的であると判断され、各金融機関内部の与信及びリスク管理におい

てもすべて自己居住目的の信用供与と同様の取扱いをしている場合は、当該信用供与全体

を居住用不動産向けエクスポージャーとすることは許容されます。 

付随性の判断については、例えば、自己居住用部分と非自己居住用部分の床面積比を基

準にすること等が挙げられ、金融機関の信用リスク管理指針等において基準を明確に定め

ておく必要があると考えられます。

＜その他リテール向けエクスポージャー＞

【関連条項】第 1条第 40号 

第 1 条第 40 号－Q1 「その他リテール向けエクスポージャー」において、一の債務者に対

するエクスポージャーの合計額を把握する際の留意点は何ですか。 

(A) 

連結自己資本比率の算出に当たっては、内部格付手法を採用する金融機関が連結の対象
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とする範囲で「一の債務者」に対するエクスポージャーの合計額を把握し、当該合計額に

基づきその他リテール向けエクスポージャーに該当するか否かについての判断を行って頂

くことになります。また、「一の債務者」については連結財務諸表を作成している債務者グ

ループ等、内部格付手法を採用する金融機関の内部管理にて実質一体として管理している

債務者について合算することが基本となります。 

もっとも、前者の金融機関のグループ内における合算は、顧客情報の共有化について債

務者の同意が得られている等、個人情報保護法等の関連法令を遵守していることが前提と

なりますが、事前に使用目的や使用の範囲などを明確にした書面等によるグループ内にお

ける顧客情報の共有化についての同意を顧客から得ていることが現時点における一般的な

実務であると理解されることから、グループ全体としてリスク管理の高度化の観点から必

要な限りにおいて、法令の範囲内における顧客情報の共有化に取組んで頂くことが期待さ

れます。 

＜その他リテール向けエクスポージャー＞

【関連条項】第 1条第 40号 

第 1 条第 40 号－Q2 「その他リテール向けエクスポージャー」について一の債務者に対す

るエクスポージャーの合計額を把握する際に、信用保証協会等の保証がある債権を除く

ことは可能ですか。 

(A) 

保証等が付された場合は、所要自己資本の額の算定に使用するパラメータ（PD・LGD）等

においてその効果が勘案されることが原則であり、保証等が付されている部分のエクスポ

ージャーを EAD から除外するような取扱いは認められません。第 1条第 40号における「合

計額」を把握する際においても、保証等が付されているエクスポージャーについて、これ

をエクスポージャーに含めて認識する必要があります。 

＜中堅中小企業向けエクスポージャー＞ 

【関連条項】第 1条第 51号 

第 1 条第 51 号－Q1 「ただし、当該事業法人が卸売業を営む場合その他の当該事業法人の

事業規模を判断するに当たって当該事業法人の売上高を用いることが適切ではない場

合」の運用はどのように考えれば良いですか。 

(A) 

「事業規模を判断するに当たって当該事業法人の売上高を用いることが適切でない場

合」に該当する場合としては、当該事業法人が卸売業を営む場合のほか、例えば、日本標

準産業分類における「金融・保険業」を主要な事業として営む事業法人であって、当該事

業法人の売上高が把握できない場合等が挙げられます。金融機関において当該規定を運用

するに当たっては、業種等の範囲、当該業種等に関して事業規模を判断する際の基準とし
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て売上高を用いることが適切でない理由等を信用リスク管理指針において明確に定めてお

く必要があると考えられます。 

＜適格債権担保＞

【関連条項】第 1条第 53号イ 

第 1条第 53 号－Q1 「当初の満期が一年以内」であることが適格債権の要件ですが、振出

日が白地の手形についてはどのような取扱いとなりますか。 

(A) 

振出日が白地の手形については、原則として、割引日から支払期日までの期間が 1 年未

満のものであれば当該要件を充足しているものとして差し支えありません。 

＜適格購入事業法人等向けエクスポージャープールの分散度＞ 

【関連条項】第 1条第 60号 

第 1 条第 60 号－Q1 適格購入事業法人等向けエクスポージャープールは、分散度の高いプ

ールとしての構成を求められていますが、具体的にどの程度分散度が高い必要があり

ますか。 

(A) 

第三者から購入した事業法人等向けエクスポージャー（購入事業法人等向けエクスポージ

ャー）については、基本的に個々のエクスポージャーごとに信用リスク・アセットの額を

算出することが求められます。もっとも、金融機関内部のリスク管理実務を踏まえ、第 1

条第 60 号に規定されている要件を満たしたエクスポージャー（適格購入事業法人等向けエ

クスポージャー）に関しては、リテール向けエクスポージャーと同様にプール単位での信

用リスク・アセットの額の算出が認められています。ただし、その際、複数の適格購入事

業法人等向けエクスポージャーによって構成された適格購入事業法人等向けエクスポージ

ャープールは、リテール向けエクスポージャーに準じて、「分散度の高いプール」である必

要があります。これは、事業法人等向けエクスポージャーの信用リスク・アセットの額の

算出は個別に行うことが原則であり、リテール向けエクスポージャーに準じてプール単位

で行うことは、あくまで例外であるためです。 

具体的な適格購入事業法人等向けエクスポージャープールの「分散度の高さ」に関しては、

これまで当該適格購入事業法人等向けエクスポージャープールに含まれる適格購入事業法

人等向けエクスポージャーのうち、「最大のものが総額に占める割合」という数値基準を軸

に検討を進めてきました。しかしながら、現時点における金融機関内部のリスク管理実務

では、「最大のものが総額に占める割合」が 1パーセントから 5パーセントまでばらつきが

みられたことから、当面は具体的な数値基準を設定せず、各金融機関内部で「最大のもの

が総額に占める割合」を信用リスク管理指針において 5 パーセント以下の明確な数値基準

として定め、運用して頂くこととします。なお、告示適用後の金融機関内部のリスク管理
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実務の発展を促しつつ、すべての金融機関共通の数値基準を定めることを引続き検討して

いきます。 
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【第 7 章（内部格付手法）－第 1 節（総則）関係】 

＜承認手続等＞ 

【関連条項】第 143条、附則第 4条 

第 143 条－Q1 予備計算の段階で、第 143 条に掲げられる最低要件を完全に満たす必要は

ありますか。 

(A) 

内部格付手法の承認申請時点においては、告示に規定する最低要件を充足する必要があ

りますが、予備計算の段階では、必ずしも最低要件を完全に満たすことを求めるものでは

ありません。ただし、承認を受けるにあたり、原則として、「最低要件に沿った内部格付制

度を、当該承認に先立って三年以上にわたり使用して」いること（第 143 条第 1 号、附則

第 12条第 4項に基づく経過措置あり）が求められることや、予備計算が承認を得ようとす

る日の原則 1 年前（ただし、平成 20 年 3 月 31 日より先進的内部格付手法を採用する場合

は原則 2 年前）から開始されることを踏まえると、予備計算の届出の前提として、①内部

格付手法の採用及びその開始予定時期につき、組織的な意思決定がなされていて、②最低

要件との乖離（ギャップ）の認識が適切であり、③当該ギャップは承認を得ようする日ま

でに解消される程度に小さく、④当該ギャップ解消のための具体的なアクション・プラン

に基づくプロジェクト管理が適切に行われていることが求められます。この点について、

予備計算の際に、ギャップ評価表等添付書類の中で明確にして頂く必要があります。 

 なお、予備計算期間中の準備状況の進捗に照らして、最低要件を充足した段階で承認申

請が行われることが期待されます。 

＜段階的適用＞ 

【関連条項】第 146条 

第 146 条－Q1 段階的適用はどのような範囲及び期間について認められますか。 

(A) 

内部格付手法を採用する金融機関においては、すべてのエクスポージャーについて内部

格付手法を適用することが原則であることを踏まえ、段階的適用の範囲及び期間について

は、合理的な理由がある場合（合併や海外の規制状況等）を除き、以下の基準を目安とし

ます。 

① 段階的適用を用いる事業単位又は資産区分に係る信用リスク・アセットの額の合計

額が、内部格付手法を採用する金融機関の信用リスク・アセットの額の合計額（適用

除外の対象となる信用リスク・アセットの額を除く。）に占める割合が概ね 10 パーセ

ント以下であること。 

② 段階的適用の当初計画の開始から終了までの期間が概ね 3年以内であること。 
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   また、合理的な理由により上記の目安を超過する場合には、当該理由を内部格付手法 

実施計画に明記する必要があります。 

 なお、標準的手法、内部格付手法を採用する事業単位の間で、信用リスクを移転させる

ことにより、意図的にグループ全体の所要自己資本の額を減らす行為は、禁止されます。 

＜適用除外＞ 

【関連条項】第 148条第 1項 

第 148 条－Q1 適用除外の可否を判断する一つの基準である「信用リスク・アセットの額」

の算出方法は何ですか。 

(A) 

適用除外の一つの判断要素である定量基準（個々の適用除外は 2 パーセント、適用除外

合計については 10パーセントの上限基準）に関する充足状況を確認する目的での「信用リ

スク・アセットの額」は、連結自己資本比率の算出においては、金融機関の連結対象資産

（内部取引消去後）に対し、採用しようとする手法（適用除外対象とする事業単位又は資

産区分については標準的手法）により算出します。同様に、単体自己資本比率の算出にお

いては、金融機関単体の資産に対し、採用しようとする手法を用いて算出します。 

＜適用除外＞ 

【関連条項】第 148条 

第 148 条－Q2 適用除外の対象とすることができる事業単位の考え方はどのようなもので

すか。 

(A) 

内部格付手法を採用する金融機関はすべての事業単位及び資産区分に対して内部格付手

法を適用することが原則となっていますが、第 148 条において、信用リスク・アセットの

額を算出するにあたって重要性が低いと判断できる事業単位又は資産区分については、標

準的手法を適用することが例外的に許容されています。この重要性の基準については、同

条第 1 項に定量基準が定められていますが、たとえ当該定量基準が満たされている事業単

位又は資産区分であっても、信用リスク・アセットの額を算出するにあたって重要性が低

いと判断するべきではない事業単位又は資産区分も存在し得るものと想定されることから、

当該重要性を判断するための定性基準についても、各金融機関において合理的な基準を定

めたうえで適切に判断することが求められます。 

その際、例えば、①信用供与を主要業務としている事業単位については、内部格付手法

の採用により信用リスク管理の高度化が可能となるとともに事業単位間の裁定行為（チェ

リーピック）も起り難くなること、②内部格付手法を採用する金融機関の与信業務との関

係が密接である事業単位については、当該事業単位より提供される情報の正確性等の確保

が適用除外により困難となる蓋然性が高いこと、③グループ全体のリスク管理面における
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統括機能を有する事業単位については、当該事業単位を適用除外とすることにより、グル

ープ全体の内部統制が行い難くなること、④標準的手法を採用することによって信用リス

ク・アセットの額が過少に算出されるおそれのある（不良債権の保有比率が高い等）事業

単位については、手法間の裁定行為等が容易となり、グループ全体における適切なリスク

管理に支障を与えかねないことが想定され、このような先は適用除外の対象とすることは

原則的には許容され得ないものと考えます。 

なお、株式等エクスポージャーの適用除外については、同条第二項において別途規定が

あり、上記の定量及び定性基準を満たし、ある事業単位を適用除外とした場合であっても、

金融機関が保有する株式等エクスポージャーの直近一年間における平均残高が基本的項目

と補完的項目の額の合計額の 10 パーセント以上となる場合には、当該事業単位において保

有されている株式等エクスポージャーについても、適用除外とすることはできないことに

留意が必要です。 

＜適用除外、その他資産＞ 

【関連条項】第 148条、第 178 条第 2項 

第 148 条－Q3 僅少なエクスポージャーにより構成されていて、その実務的な煩雑性等か

らリスク管理が困難な資産区分の一部を、「その他資産」や「適用除外」として取扱う

ことは可能ですか。 

(A) 

第178条第2項の規定に基づく「その他資産」は内部格付手法に基づく信用リスク・アセ

ットの額の算出に整合しない与信性の薄い資産を想定しており、例えば、繰延資産、動産

不動産（REIT等の投資証券の形を取るものは除く。）、無形固定資産等が挙げられます。 

また、「適用除外」については、第148条においては「信用リスク・アセットの額を算出

するに当って重要でない事業単位又は資産区分」に対してのみ「適用除外」が例外的に許

容されていますが、資産区分については事業法人向けエクスポージャー、ソブリン向けエ

クスポージャー、金融機関等向けエクスポージャー、居住用不動産向けエクスポージャー、

適格リボルビング型リテール向けエクスポージャー、その他リテール向けエクスポージャ

ー及び株式等エクスポージャーごとに適用除外の是非を判断することが原則であり、資産

区分の一部について適用除外を行うことは、裁定行為（チェリーピック）を容易にする観

点から原則として許容できないものと考えています。 

従って、例えば、貸出金に準ずる仮払金や未収収益等については通常は与信性の資産で

あり、個々の与信先の状況に応じて信用リスク・アセットの額を算出することは可能であ

ることから、原則としては「その他資産」の対象とならないと考えられ、部分的に「適用

除外」の対象とすることも当然にはできないと考えられます。 

もっとも、これら貸出金に準ずる仮払金等の一部について、個々の債権額はもちろん、

その合計額についても極めて僅少であり、かつ、個々の債権の信用リスクの詳細な把握に
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向けた取組みがリスク管理の観点からも極めて重要性に乏しいものについてまで、詳細な

リスク管理を求めることは適当ではないと考えており、信用リスク・アセットの額の算出

が実務上真に困難である場合であって、一部のエクスポージャーを「適用除外」とするこ

とによる裁定行為が厳密に防止できるような資産区分の一部については、「信用リスク・ア

セットの額の算出を行うに当って重要でない」と解釈できる余地はあると考えています。

この場合、裁定行為（例えば、標準的手法を適用した方が信用リスク・アセットの額が低

下するような貸出金に準ずる仮払金のみを適用除外とするような行為）及び恣意的運用（例

えば、標準的手法を適用した方が信用リスク・アセットの額が低下するような資産区分の

一部にその適用除外範囲を設定するような行為）防止の観点から、例外的取扱いである適

用除外については、適用基準や範囲に関する明確な基準を内部格付手法実施計画に記載す

る必要があります。 

＜特定貸付債権におけるスロッティング・クライテリアの適用＞ 

【関連条項】第 149条 

第 149 条－Q1 特定貸付債権に対してスロッティング・クライテリアを利用して信用リス

ク・アセットの額を算出する場合において、内部格付をスロッティング・クライテリア

に割り当てることが必要になりますが、その際の留意点は何ですか。（平成 18 年 12 月

27 日追加） 

(A) 

特定貸付債権（プロジェクト・ファイナンス、オブジェクト・ファイナンス、コモディ

ティ・ファイナンス及び事業用不動産向け貸付けを総称していう。）においては、一般の事

業法人向けエクスポージャーとは異なり、第 153 条第 3 項及び第 5 項に規定された「優」、

「良」、「可」、「弱い」、「デフォルト」の 5 つのスロッティング・クライテリアに当該債権

に対する内部格付を割り当て、信用リスク・アセットの額を算出することが可能となって

います。この背景には、特定貸付債権の利払い及び返済の原資が債務者の信用リスクでな

く、特定の事業や有形資産からの収益に強く依存しており、PD と LGD の相関が高いと考え

られることから、金融機関内部のリスク管理実務において、一般の事業法人向けエクスポ

ージャーとは異なる内部格付制度を別途構築している事例が多いことがあります。また、

特定貸付債権のデフォルト実績はそれほど多くないため、実績値との比較検証（バックテ

スティング）による PD推計の精緻化が困難となっていることもあります。 

内部格付手法では、このようなリスク管理実務を踏まえ、第 213 条に規定された PDの推

計についての最低要件を満たすことができない場合に限り、特定貸付債権に対する内部格

付をスロッティング・クライテリアに割り当て（マッピング）、5 つの区分それぞれに対応

したリスク・ウェイトを適用することが第 153 条において認められています。その際、金

融機関においては、別表 1 から別表 4 までに規定された定量基準・定性基準と内部格付を

付与する際に勘案されるリスク要因（リスク・ファクター）の対応を分析した上で、内部
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格付を 5 つの区分に割り当てる方法（マッピング方法）を検討し、第 190 条第 1 項に基づ

き当該方法を信用リスク管理指針に記載することが求められます。また、マッピング方法

の合理性を疎明する文書の整備も必要です（同条第 3項）。 

なお、別表 1 から別表 4 までに規定された定量基準・定性基準と内部格付を付与する際

に勘案されるリスク要因（リスク・ファクター）の対応の分析に際しては、全ての基準が

内部格付を付与する際に勘案されていることを前提としていませんが、「財務体質」や「政

治・法律面の環境」等の個々の大項目に関し、少なくとも一つの基準は勘案されているこ

とが期待されます。例えば、統計的モデルを用いて特定貸付債権に対し内部格付を付与し

ている場合、統計的モデルのリスク・ファクターと別表 1 から別表 4 までに規定された基

準の対応を分析し、個々の各大項目に関し少なくとも一つの基準は当該モデル（及び当該

モデル外部の定性調整等）のリスク・ファクターとして勘案されていることを確認した上

で、内部格付を 5つのスロッティング・クライテリアに割り当てる方法（マッピング方法）

を検討する必要があります。また、専門家の定性的な評価に基づき内部格付を付与してい

る場合には、定性的な評価の際に勘案されるリスク・ファクターと別表 1 から別表 4 まで

に規定された基準の対応を分析し、個々の大項目に関し少なくとも一つの基準は当該評価

のリスク・ファクターとして勘案されていることを確認した上で、内部格付のマッピング

方法を同様に検討する必要があります。 

また、内部格付のスロッティング・クライテリアへの割り当て（マッピング）に際して

は、各基準を総合的に判断するものであり、必ずしも各基準における最も低い区分がスロ

ッティング･クライテリアになる（ウィークリンクする）ものではありません。もっとも、

案件によってはある特定の基準の影響が非常に大きい場合もあると考えられ、その場合に

はウィークリンクを行う等の適切な対応が期待されます。なお、基準の性質によっては、

必ずしも区分を 5段階にする必要があるというわけではありません。 

このほか、マッピング方法の合理性の疎明にあたっては、下記の適格格付機関の付与す

る格付とのおおよその対応関係を参照することも可能です（表 1参照）。もっとも、その場

合には、当該格付のクライテリアと内部格付のクライテリアとの整合性（例えば LTV＜Loan 

To Value＞や DSCR＜Debt Service Coverage Ratio＞の水準の整合性）を確認するとともに、

その整合性を維持するための内部管理態勢の整備が不可欠です。 
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表 1：スロッティング・クライテリアと外部格付との参照対応関係 

 優 良 可 弱い デフォルト

（株）格付投資情報センタ

ー（R&I） 

ＢＢＢ－ 

以上 

ＢＢ＋～ 

ＢＢ 

ＢＢ－～ 

Ｂ＋ 

Ｂ～Ｃ－ 該当なし 

（株）日本格付研究所 

（JCR） 

ＢＢＢ－ 

以上 

ＢＢ＋～ 

ＢＢ 

ＢＢ－～ 

Ｂ＋ 

Ｂ～Ｃ－ 該当なし 

ムーディーズ・インベスタ

ーズ・サービス・インク

（Moody’s） 

Ｂａａ３ 

以上 

Ｂａ１～ 

Ｂａ２ 

Ｂａ３～ 

Ｂ１ 

Ｂ２～ 

Ｃ３ 

該当なし 

スタンダード・アンド・プ

アーズ・レーティング・サ

ービシズ（S&P） 

ＢＢＢ－ 

以上 

ＢＢ＋～ 

ＢＢ 

ＢＢ－～ 

Ｂ＋ 

Ｂ～Ｃ－ 該当なし 

フィッチレーティングスリ

ミテッド（Fitch） 

ＢＢＢ－ 

以上 

ＢＢ＋～ 

ＢＢ 

ＢＢ－～ 

Ｂ＋ 

Ｂ～Ｃ－ 該当なし 
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別表 1：プロジェクト・ファイナンスに関する基準 

 優 良 可 弱い 

財務体質 

市場環境 競合がほとんどない、又は立地条

件、コスト若しくは技術力の点で

競合を大きく上回る、持続的な優

位にある。需要が好調で、さらに

伸びている。 

競合がほとんどない、又は立地条

件、コスト若しくは技術力の点で

平均以上の優位にあるが、持続性

は不透明。需要が好調かつ安定し

ている。 

当該プロジェクトの立地条件、コ

スト又は技術力の点で優位点は

ない。需要は十分かつ安定的。 

当該プロジェクトの立地条件、コ

スト又は技術力が平均以下。需要

も弱く、落ち込んでいる。 

財務指標 （DSCR＜Debt Service 

Coverage Ratio＞、LLCR＜Loan 

Life Coverage Ratio＞、PLCR

＜Project Life Coverage Ratio

＞、デット・エクイティ比率＜

Debt-to-Equity Ratio＞等） 

当該プロジェクトのリスク水準

を考慮すると、財務指標が良好。

非常に保守的な経済的前提を置

くことが可能。 

当該プロジェクトのリスク水準

を考慮すると、財務指標が良好又

は十分なレベル。保守的な経済的

前提を置いている。 

当該プロジェクトのリスク水準

を考慮すると、財務指標は標準

的。 

当該プロジェクトのリスク水準

を考慮すると、財務指標は悪い。

ストレス分析 マクロ経済情勢又はセクターの

状況（業況）が持続的かつ深刻に

悪化した場合でも、期日の債務返

済が可能。 

マクロ経済情勢又はセクターの

状況（業況）が悪化した場合でも、

期日の債務返済が可能。深刻な経

済情勢の悪化によってのみ、デフ

ォルトに陥ると考えられる。 

通常の景気循環におけるストレ

スから影響を受け易い。一般的な

景気後退によってデフォルトに

陥る可能性がある。 

早期に状況が改善しない限り、デ

フォルトに陥る可能性が高い。 

財務構造     
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 優 良 可 弱い 

当該プロジェクトの耐用年数

と対比した与信期間 

当該プロジェクトの耐用年数が

融資期間を大きく上回る。 

当該プロジェクトの耐用年数が

融資期間を上回る。 

当該プロジェクトの耐用年数が

融資期間を上回る。 

当該プロジェクトの耐用年数が

融資期間を上回らない場合もあ

る。 

償還スケジュール 分割償還（アモチ）型債務。 アモチ型債務。 一括返済（ブレット）の割合が低

いアモチ型債務。 

一括返済（ブレット）又は一括返

済の割合が高いアモチ型債務。 

政治・法律面の環境 

当該プロジェクトの類型（タイ

プ）及びリスク削減策を考慮し

た政治リスク（トランスファ

ー・リスク等） 

政治リスクは非常に小さく、必要

に応じて強力なリスク削減策が

見込める。 

政治リスクは小さく、必要に応じ

て十分なリスク削減策が見込め

る。 

政治リスク及びリスク削減策は

標準的。 

政治リスクが高い。リスク削減策

がない、又は弱い。 

不可抗力のリスク（戦争、内紛

等） 

不可抗力のリスクが小さい。 不可抗力のリスクが許容範囲内。 不可抗力のリスク削減策が標準

的。 

不可抗力のリスクが大きい。不可

抗力のリスク削減策も不完全。 

長期的な政府支援と当該国に

とってのプロジェクトの重要

性 

当該国にとって政策的に重要性

が高いプロジェクト（輸出志向型

プロジェクト等）。政府による支

援が強力。 

当該国にとって重要性が高いプ

ロジェクト。十分な政府支援が見

込まれる。 

当該国にとって政策的に重要で

はないものの、明白な利益（メリ

ット）をもたらすプロジェクト。

明示的な政府支援は行われない

可能性もある。 

当該国にとって政策的な重要性

は低いプロジェクト。政府支援も

ない、又は弱い。 

法令面の安定性（法律改正のリ

スク等） 

長期的に良好かつ安定した規制

環境。 

中期的に良好かつ安定した規制

環境。 

規制の変更が起きる可能性はか

なり高い。 

現行又は将来的な規制面の問題

が当該プロジェクトに影響を与

える可能性がある。 
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 優 良 可 弱い 

ローカル・コンテント法の適用

除外など必要なサポート及び

承認の取得 

強い。 まずまず。 平均的。 弱い。 

契約、担保徴求及び回収の執行 契約、担保徴求及び回収は執行さ

れ得る。 

契約、担保徴求及び回収は執行さ

れ得る。 

一部の重要でない問題があるも

のの、契約、担保徴求及び回収は

執行され得ると考えられる。 

実際の契約、担保徴求及び回収の

執行に関して重要な問題が未解

決。 

取引の特徴 

設計及び技術面のリスク 十分な実績のある技術・設計力。 十分な実績のある技術・設計力。 実績のある技術・設計力（初期段

階の問題を当該プロジェクト全

体の強みで削減している。）。 

あまり実績のない技術・設計力。

技術面の問題が存在、及び／又は

設計が複雑。 

施工リスク     

認可及び用地選定 全ての認可を取得済み。 一部の認可はまだ取得していな

いが、取得できる可能性が極めて

高い。 

一部の認可はまだ取得していな

いが、認可のプロセスは確立して

おり、慣例的と考えられる。 

重要事項の認可がまだ取得され

ておらず、その処理も慣例的では

ない。重要な要件が課せられる場

合がある。 

施工契約の類型（タイプ） 定額、期日確定の完成品受渡し方

式の施工 EPC（設計及び調達を含

む契約）。 

定額、期日確定の完成品受渡し方

式の施工 EPC。 

1 社又は複数施工業者との定額、

期日確定の完成品受渡し方式の

施工契約。 

定額ではない又は一部定額の完

成品受渡し方式の契約、かつ／又

は、複数の施工業者間でインター

フェースの問題がある。 
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 優 良 可 弱い 

完成保証 金融資産に裏付けられた、高水準

の約定損害賠償金、及び／又は財

務体質が非常に優れたスポンサ

ーによる強力な完成保証。 

金融資産に裏付けられた、相当水

準の約定損害賠償金、及び／又は

財務体質の良好なスポンサーに

よる完成保証。 

金融資産に裏付けられた、十分な

約定損害賠償金、及び／又は財務

体質の良好なスポンサーによる

完成保証。 

不十分な約定損害賠償金、又は金

融資産による裏付けがない約定

損害賠償金、又は財務体質が弱い

スポンサーによる完成保証。 

同様のプロジェクトにおける

施工業者の過去の実績及び財

務体質 

強い。 良い。 まずまず。 弱い。 

オペレーティング・リスク     

O&M 契約（運営維持管理契約）

の範囲と性格  

強力かつ長期的な O&M 契約（契約

上のパフォーマンス・インセンテ

ィブ等を含むことが望ましい。）、

及び／又は O&M 準備金勘定。 

長期的なO&M契約、及び／又はO&M

準備金勘定。 

限定的な O&M 契約、又は O&M 準備

金勘定。 

O&M 契約がない。リスク削減策を

大幅に超過するオペレーショナ

ル・コストが発生するリスクがあ

る。 

事業運営者の能力、実績、財務

体質 

非常に強い、又はスポンサーの技

術支援が約されて（コミットされ

て）いる。 

強い。 容認できる。 限定的／弱い、又は現地当局に依

存している現地の事業運営者。 

オフテイク・リスク     
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 優 良 可 弱い 

(a) テイク・オア・ペイ契約又

は定額オフ・テイク契約がある

場合 

オフ・テイカーの信用力が非常に

強い、強力な契約解除条項、契約

期間が債務返済期日を優に上回

る。 

オフ・テイカーの信用力が強い、

強力な契約解除条項、契約期間が

債務返済期日を上回る。 

オフ・テイカーの信用力が容認で

きる、一般的な契約解除条項、契

約期間が債務返済期日と概ね一

致。 

オフ・テイカーの信用力が弱い、

不利な契約解除条項、契約期間が

債務返済期日を上回らない。 

(b) テイク・オア・ペイ契約又

は定額オフ・テイク契約がない

場合 

当該プロジェクトは重要なサー

ビス、又は世界市場で幅広く販売

される商品を生産。歴史的な市場

成長率より低水準の市場成長率

であっても、生産品は見積価格で

市場に容易に吸収される。 

当該プロジェクトは重要なサー

ビス、又は地域市場で幅広く販売

される商品を生産。歴史的な市場

成長率であれば、生産品は見積価

格で市場に十分吸収される。 

当該プロジェクトを通じ生産さ

れる商品は限定的な市場で販売

され、見積価格よりも低い価格で

しか吸収されない場合もある。 

当該プロジェクトの生産物は単

独又は少数の買い手のみに需要

があるか、一般的な市場では売買

されていない。 

供給リスク     

供給原料の価格／数量、輸送リ

スク、供給者（サプライヤー）

の実績と財務体質 

財務体質の優れたサプライヤー

との長期サプライ契約。 

財務体質の良好なサプライヤー

との長期サプライ契約。 

財務体質の良好なサプライヤー

との長期サプライ契約が存在す

るものの、一定程度の価格変動リ

スクが残存する。 

短期サプライ契約又は財務体質

の弱いサプライヤーとの長期サ

プライ契約。価格変動リスクが確

実に残存する。 

リザーブ・リスク（天然資源開

発等）  

独立した監査、証明及び開発がな

された埋蔵量が、プロジェクトの

実施期間にわたる所要量を十分

上回る。 

独立した監査、証明及び開発がな

された埋蔵量が、プロジェクトの

実施期間にわたる所要量を上回

る。 

証明された埋蔵量で、債務返済期

限までプロジェクトへの十分な

供給が可能。 

当該プロジェクトが、潜在的かつ

未開発の埋蔵量に一定程度依存

している。 

スポンサーの強さ 
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 優 良 可 弱い 

スポンサーの実績、財務体質、

当該国／セクターにおける経

験 

非常に優れた実績と財務体質を

有する優れたスポンサー。 

十分な実績と良好な財務体質を

有する良いスポンサー。 

まずまずの実績と良好な財務体

質を有する適切なスポンサー。 

実績がない又は疑わしい、かつ／

又は財務体質が弱いスポンサー。

スポンサー・サポート（出資、

オーナーシップ条項、必要に応

じ追加資金を注入するインセ

ンティブ） 

強い。当該プロジェクトは、スポ

ンサーにとって戦略的に非常に

重要（中核＜コア＞ビジネス、長

期的戦略）。 

良好。当該プロジェクトは、スポ

ンサーにとって戦略的に重要（中

核＜コア＞ビジネス、長期的戦

略）。 

容認できる。当該プロジェクト

は、スポンサーにとって戦略的に

重要と見なされる（中核＜コア＞

ビジネス）。 

限定的。当該プロジェクトは、ス

ポンサーにとって戦略的に重要

ではない。 

保全パッケージ 

契約及び勘定の譲渡 完全に包括的。 包括的。 容認できる。 弱い。 

担保資産（資産の質、評価額及

び流動性の考慮） 

当該プロジェクトの運営に必要

な資産、契約、許認可、勘定の全

てに対する第一順位の十分な（又

は瑕疵のない）担保権の設定。 

当該プロジェクトの運営に必要

な資産、契約、許認可、勘定の全

てに対する十分な(又は瑕疵のな

い)担保権の設定。 

当該プロジェクトの運営に必要

な資産、契約、許認可、勘定の全

てに容認できる担保権の設定。 

貸手の担保権はほとんどない。担

保提供制限条項（ネガティブ・プ

レッジ）も弱い。 

貸手のキャッシュ・フローに対

する支配（キャッシュ・スイー

プ、独立したエスクロー勘定

等） 

強い。 まずまず。 平均的。 弱い。 
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 優 良 可 弱い 

財務制限条項（強制的繰上返

済、支払猶予、段階的支払、配

当制限等）の強さ 

財務制限条項は同種のプロジェ

クトに比べ強力。 

当該プロジェクトは、負債による

追加的な資金調達を一切行わな

い可能性がある。 

財務制限条項は同種のプロジェ

クトに比べまずまず。 

当該プロジェクトは、負債による

追加的な資金調達を非常に限定

的な範囲で行う可能性がある。 

財務制限条項は同種のプロジェ

クトに比べ平均的。 

当該プロジェクトは、負債による

追加的な資金調達を限定的な範

囲で行う可能性がある。 

財務制限条項は同種のプロジェ

クトに比べ不十分。 

当該プロジェクトは、負債による

追加的な資金調達を無制限に行

う可能性がある。 

準備金の状況（債務返済、O&M、

設備刷新・増強及び不測の事態

等に備えた準備金等） 

準備金がカバーする期間が平均

よりも長い。準備金の全額が、現

金又は高格付けの銀行が発行し

た L/C により裏付けされている。

準備金がカバーする期間が平均

的。準備金の全額が、現金等によ

り裏付けされている。 

準備金がカバーする期間が平均

的。準備金の全額が、現金等によ

り裏付けされている。 

準備金がカバーする期間が平均

よりも短い。準備金も営業活動に

よるキャッシュ・フローで賄われ

ている。 
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別表 2：事業用不動産向け貸付け及びボラティリティの高い事業用不動産貸付けに関する基準 

 優 良 可 弱い 

財務体質 

市場環境 同種及び立地条件の物件に対す

る需給は均衡。新規参入の競合物

件は、予想された需要と同等かそ

れを下回る水準。 

同種及び立地条件の物件に対す

る需給は均衡。新規参入の競合物

件は、予想された需要と概ね同水

準。 

市場環境は概ね均衡している。競

合物件の参入に加え、他の案件も

企画段階にある。当該物件の設

計・能力は、新規の物件と比べ、

同等のものでない可能性もある。

市場環境は弱い。情勢好転と均衡

化の見通しは不透明。リースの期

日到来とともにテナントが流出

している。更新時のリースの条件

は以前と比べて悪化。 

財務指標及び前貸し比率 DSCR は高いとみなされる（建設段

階は対象外）。LTV も同種の物件に

比べ低水準。流通（セカンダリー）

市場が存在する場合、取引は市場

実勢で引受けられる 。 

DSCR（不動産開発は対象外）及び

LTV は十分な水準。流通市場が存

在する場合、取引は市場実勢で引

受けられる 。 

当該物件の DSCR は悪化し、評価

額も低下、LTV の上昇につながっ

ている。 

当該物件のDSCRは著しく悪化し、

LTV も新規貸出（ローン）の引受

け水準を大幅に上回っている。 

ストレス分析 物件のリソース、偶発的事項、負

債構造の面から、厳しいストレス

環境（金利上昇や景気後退等）の

下でも、期日の債務返済を果し得

る。 

持続的なストレス環境（金利上昇

や景気後退等）の下でも、期日の

債務返済を果し得る。深刻な景気

後退期でのみ、デフォルトの可能

性が生じる。 

景気後退期に収益の悪化に苦し

み、設備投資の資金調達が困難と

なるとともに、デフォルト・リス

クが著しく高まる。 

当該物件の財務状況が悪化して

おり、短期的に状況が改善しない

限り、デフォルトに陥る可能性が

高い。 

キャッシュ・フローの予測性     
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 優 良 可 弱い 

(a) 完工・安定化した物件 信用力の高いテナントとの長期

のリース契約で、契約終了の期日

も分散している。契約更改に際し

て継続実績があり、空室率も低

い。費用（メンテナンス、保険、

セキュリティ、固定資産税等）も

予測可能。 

大半が長期のリース契約ながら、

テナントの信用力にはばらつき

がある。契約更改に伴うテナント

の回転率は通常の水準。空室率は

低く、費用も予測可能。 

大半が中期のリース契約で、テナ

ントの信用力にもばらつきがあ

る。契約更改に伴うテナントの回

転率は平均的な水準。空室率も平

均的な水準。費用は比較的予測可

能だが、収益に比べて変動が大き

い。 

リースの契約期間はまちまちで、

テナントの信用力にもばらつき

がある。契約更改に伴うテナント

の回転率は非常に高い。空室率も

高い。新規テナントの誘致には相

当な費用を要する。 

(b) 完工したが、まだ安定化し

ていない物件 

リース状況は予想に一致又は上

回っている。近い将来に物件の安

定化が見込まれる。 

リース状況は予想に一致又は上

回っている。近い将来に物件の安

定化が見込まれる 。 

リース状況は概ね予想の範囲内。

ただし、物件の安定化にはもう暫

く時間がかかる。 

リース状況は予想を下回る。占有

率は目標水準に達するが、キャッ

シュフロー・カバレッジは賃貸収

入の伸び悩みからタイトになっ

ている。 

(c) 建設段階 与信期間に渡り当該物件は完全

にプレリースされている、又は投

資適格のテナント又は買い手に

既に販売されている、若しくは銀

行が投資適格の貸し手からテイ

クアウト・ファイナンスを行う拘

束力のあるコミットメントを得

ている。 

当該物件は完全にプレリースさ

れている、又は信用力のあるテナ

ント又は買い手に既に販売され

ている、若しくは銀行が信用力の

ある貸し手から恒久的な与信を

行う拘束力のあるコミットメン

トを得ている。 

リース状況は予想の範囲内だが、

プレリースはされず、テイクアウ

ト・ファイナンスも実施されない

可能性がある。銀行が恒久的な貸

し手となる場合もある。 

コスト超過、市況悪化、テナント

流出等の要因から、物件の収益状

況は悪化している。恒久的な与信

を行う当事者との争議が発生す

る可能性もある。 

資産の特徴 
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 優 良 可 弱い 

立地条件 当該物件は、テナントが求めるサ

ービスに対して利便性を有する

非常に良好な立地条件にある。 

当該物件は、テナントが求めるサ

ービスに対して利便性を有する

良好な立地条件にある。 

当該物件の立地条件は、競争面で

あまり有利ではない。 

当該物件の立地条件、構造、設計、

メンテナンスは、当該物件に問題

をもたらしている。 

設計・建物の状況 当該物件は、設計、構造、メンテ

ナンスの面で人気があり、新規物

件に対する競争力も非常に高い。

当該物件の設計、構造、メンテナ

ンスは適切であり、その構造と能

力は新規物件に比べても競争力

を有する。 

当該物件の設計、構造、メンテナ

ンスは平均的。 

当該物件は、設計、構造、メンテ

ナンスに関し、弱い面がある。 

建設段階の物件 建設予算が保守的に見積もられ

ており、技術的問題も限定的。施

工業者の能力は非常に高い。 

建設予算が保守的に見積もられ

ており、技術的問題も限定的。施

工業者の能力は非常に高い。 

建設予算が適切に見積もられて

いる。施工業者の能力は平均的。

当該プロジェクトは技術的問題

があるために、予算超過又は非現

実的予算が組まれている。施工業

者の能力も低い可能性がある。 

スポンサー／開発業者（ディベロ

ッパー）の能力 
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 優 良 可 弱い 

物件を支援（サポート）する財

政的余裕と意志  

スポンサー／ディベロッパーは

当該物件の建設又は購入に多額

の現金を拠出している。スポンサ

ー／ディベロッパーは充実した

経営資源を有し、直接的／偶発的

債務が限定的。スポンサー／ディ

ベロッパーの物件は地理的にも、

類型の点でも多様化している。 

スポンサー／ディベロッパーは

当該物件の建設又は購入に相当

額の現金を拠出している。スポン

サー／ディベロッパーの財務状

況は、当該物件のキャッシュ・フ

ローに不足が生じても当該物件

を支援することができる。スポン

サー／ディベロッパーの物件の

立地場所は、幾つかの地域に跨っ

ている。 

スポンサー／ディベロッパーに

よる拠出分は、重要でないか、現

金以外の出資によるかもしれな

い。スポンサー／ディベロッパー

の財務体質は、平均ないし平均を

下回る。 

スポンサー／ディベロッパーは

当該物件を支援するだけの財政

的余裕がない、又はその意志がな

い。 

同様の物件における評判と実

績 

経験豊富な経営陣であり、スポン

サーの資質が高い。同様の物件に

おける高い評価と長年にわたる

成功実績がある。 

経営陣及びスポンサーの資質は

適切な水準。経営陣及びスポンサ

ーは、同様の物件において成功実

績がある。 

経営陣及びスポンサーの資質は

平均的。経営陣及びスポンサーの

過去の実績は、深刻な懸念をもた

らすものではない。 

経営陣及びスポンサーの資質は

平均を下回る。経営陣及びスポン

サーの資質に問題があることか

ら、過去に物件の管理運営面で問

題が生じたことがある。 

関連する不動産業者との関係 リース契約代理業者等主たる役

割を担う者との取引関係が強い。

リース契約代理業者等主たる役

割を担う者と取引関係の実績が

ある。 

リース契約代理業者及びその他

重要な不動産関連サービスを提

供する業者との取引関係が平均

的。 

リース契約代理業者、及び／又は

その他重要な不動産関連サービ

スを提供する業者との取引関係

が弱い。 

保全パッケージ 

担保権の性格 対抗要件を具備した第一順位の

担保権（注）。 

対抗要件を具備した第一順位の

担保権（注）。 

対抗要件を具備した第一順位の

担保権（注）。 

債権者の担保権行使能力に制限

がある。 
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 優 良 可 弱い 

賃料収入の譲渡（長期契約のテ

ナントに対してリースされた

物件の場合） 

債権者は譲渡を受けている。債権

者は、現在のテナントに関する情

報（賃貸料台帳や当該プロジェク

トのリース契約書のコピー等）を

管理しており、直接賃料を送金す

るようテナントに通知すること

が容易になっている。 

債権者は譲渡を受けている。債権

者は、現在のテナントに関する情

報（賃貸料台帳や当該プロジェク

トのリース契約書のコピー等）を

管理しており、直接賃料を送金す

るようテナントに通知すること

が容易になっている。 

債権者は譲渡を受けている。債権

者は、現在のテナントに関する情

報（賃貸料台帳や当該プロジェク

トのリース契約書のコピー等）を

管理しており、直接賃料を送金す

るようテナントに通知すること

が容易になっている。 

債権者は譲渡を受けていない。又

は、債権者は、当該物件のテナン

トに対する通知を容易にする上

で必要なテナントに関する情報

を管理していない。 

保険によるカバーの質 適切。 適切。 適切。 標準以下。 

（注）一部市場では、債権者が第二順位以下の担保権を含むローン構造（ローン・ストラクチャー）を広範に用いる場合もある。こうした場合においては、全ての優先債権

ポジションも含めた全体の LTV が、標準的な第一優先順位を有するローンを対象にした LTV を上回らない限りにおいて、第二順位以下の担保権は「対抗要件を具備した

第一順位の担保権」と同水準のリスクを指し示すものと解することができる。
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別表 3：オブジェクト・ファイナンスに関する基準 

 優 良 可 弱い 

財務体質 

市場環境 需要は強くかつ成長している。強

力な参入障壁がある。技術及び経

済情勢の変化への感応度が低い。

需要は強くかつ安定している。参

入障壁が存在する。技術及び経済

情勢の変化への感応度が存在す

る。 

需要は十分かつ安定している。限

定的な参入障壁がある。技術及び

経済情勢の変化への感応度はか

なり高い。 

需要は弱く、減少している。技術

及び経済情勢の変化によって影

響を受けやすい。事業環境は非常

に不透明。 

財務指標（DSCR 及び LTV） 同種の資産に比べ、財務指標が良

好。非常に保守的な経済的前提を

置いている。 

同種の資産に比べ、財務指標が良

好又は十分な水準。当該プロジェ

クトに関し、保守的な経済的前提

を置いている。 

同種の資産に比べ、財務指標は平

均的。 

同種の資産に比べ、財務指標は悪

い。 

ストレス分析 景気循環を通じて、深刻な経済情

勢にも持ち堪えるだけの安定し

た長期的収入がある。 

十分な水準の、短期的収入があ

る。財務状況がいくらか悪化した

場合でも、ローンの期日返済には

問題は生じない。深刻な景気後退

期にのみ、デフォルトが発生し得

る。  

短期的収入が不安定。キャッシ

ュ・フローは、通常の景気循環に

おけるストレスから影響を受け

易い。一般的な景気後退によって

デフォルトに陥る可能性がある。

収入の見通しは非常に不透明。状

況が改善しない限り、通常の経済

情勢においても、デフォルトに陥

る可能性がある。 
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 優 良 可 弱い 

市場の流動性 全世界規模の市場構造。当該資産

は高い流動性を有している。 

市場は、全世界又は地域規模。当

該資産は比較的流動性を有して

いる。 

短期的には見通しの限定された

地域規模の市場。当該資産の低い

流動性を示唆している。 

市場は、一部の地域に限定され、

かつ／又は見通しも不透明。当該

資産の流動性は、低いか、又はな

い状態（特にすき間市場＜ニッ

チ・マーケット＞の場合）。 

政治・法律面の環境 

政治リスク（トランスファー・

リスク等） 

政治リスクは非常に小さく、必要

に応じて強力なリスク削減策が

見込める。 

政治リスクは小さく、必要に応じ

て十分なリスク削減策が見込め

る。 

政治リスク及びリスク削減策は

標準的。 

政治リスクが高い。リスク削減策

がない、又は弱い。 

法務／規制面のリスク 担保権の実行及び契約の執行が

可能。  

担保権の実行及び契約の執行が

可能。 

担保権の実行に長期間を要し、及

び／又は困難であっても、担保権

の実行及び契約の執行に対して

概ね可能。 

貧弱で不安定な法的環境及び規

制環境。当該法域では、担保権の

実行及び契約の執行は、長時間を

要するか、又は不可能となる可能

性がある。 

取引の特徴 

資産の耐用年数に対比した与

信条件 

フル・ペイアウト方式又はバルー

ン方式の返済は最小限。返済猶予

期間はなし。 

バルーン方式での返済がより多

いが許容範囲。 

支払猶予期間を伴う可能性のあ

る、高水準のバルーン方式での返

済。 

細分化された分割、又は非常に高

水準のバルーン方式での返済。 

オペレーティング・リスク 
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 優 良 可 弱い 

認可／免許 全ての認可を取得済み。当該資産

は現行及び予見可能な安全性基

準を満たしている。 

全ての認可を取得済み、又は申請

中。当該資産は現行及び予見可能

な安全性基準を満たしている。 

大半の認可を取得済み又は申請

中。申請中の許認可も慣例的なも

のとみなされる。当該資産は現行

の安全性基準を満たしている。 

全ての許認可を取得する上で問

題が生じている。計画した構造の

一部、及び／又は計画された事業

運営に修正が必要となる可能性

がある。 

O&M 契約の範囲と性格 強力かつ長期的な O&M 契約（契約

上のパフォーマンス・インセンテ

ィブ等を含むことが望ましい。）、

及び／又は O&M 準備金勘定（必要

がある場合）。 

長期的なO&M契約、及び／又はO&M 

準備金勘定（必要がある場合）。

限定的な O&M 契約、又は O&M 準備

金勘定（必要がある場合）。 

O&M 契約がない。高水準のオペレ

ーショナル・コストが削減策を超

過するリスクがある。 

事業運営者の財務体質、当該資

産の運営実績、オフリースされ

た時のリマーケティング能力 

豊富な実績を有する。リマーケテ

ィング能力も高い。 

十分な実績とリマーケティング

能力を有する。 

過去の実績に乏しい。リマーケテ

ィング能力は不確実。 

過去の実績がない、又は不明。リ

マーケティング能力がない。 

資産の特徴 

同一市場におけるその他資産

と比較した、構造／規模／設計

／メンテナンス（飛行機の機

齢、規模等） 

設計及びメンテナンス面で非常

に有利。当該有形資産の構造は標

準的で、市場流動性も高い。 

設計及びメンテナンス面では平

均を上回る。当該有形資産の構造

は概ね標準的で、市場流動性も高

い。 

設計及びメンテナンス面は平均

的。当該有形資産の構造はやや特

殊で、市場流動性に制約がある。

設計及びメンテナンス面は平均

を下回る。当該有形資産は経済的

耐用年数の末期に近い。当該有形

資産の構造は非常に特殊で、市場

流動性は非常に低い。 

再販価値 現在の再売却価値は、債務の価値

を十分に上回っている。 

再売却価値は、債務の価値を適度

に上回っている。 

再売却価値は、債務の価値をやや

上回っている。 

再売却価値は、債務の価値を下回

っている。 
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 優 良 可 弱い 

景気変動に対する、資産価値及

び流動性の感応度 

資産価値及び流動性の景気変動

に対する感応度は比較的低い。 

資産価値及び流動性の景気変動

に対する感応度は認められる。 

資産価値及び流動性の景気変動

に対する感応度はやや高い。 

資産価値及び流動性の景気変動

に対する感応度は非常に高い。 

スポンサーの強さ 

事業運営者の財務体質、当該資

産の運営実績、オフリースされ

た時のリマーケティング能力 

豊富な実績を有する。リマーケテ

ィング能力も高い。 

十分な実績とリマーケティング

能力を有する。 

過去の実績に乏しい。リマーケテ

ィング能力は不確実。 

過去の実績がない、又は不明。リ

マーケティング能力がない。 

スポンサーの実績、財務体質 非常に豊富な過去の実績を有す

る。財務体質も非常に強い。 

豊富な過去の実績を有する。財務

体質も強い。 

十分な過去の実績を有する。財務

体質も良好。 

実績がない又は疑わしい、かつ／

又は財務体質が弱い。 

保全パッケージ 

資産に対する支配権 法的文書により、当該資産又は当

該資産を保有する企業に対する

債権者の実質的支配（対抗要件を

具備した第一順位の担保権又は

そうした担保権を盛り込んだリ

ース構造）が規定されている。 

法的文書により、当該資産又は当

該資産を保有する企業に対する

債権者の実質的支配（対抗要件を

具備した担保権又はそうした担

保権を盛り込んだリース構造）が

規定されている。 

法的文書により、当該資産又は当

該資産を保有する企業に対する

債権者の実質的支配（対抗要件を

具備した担保権又はそうした担

保権を盛り込んだリース構造）が

規定されている。 

契約書では、債権者の保護／担保

に関する規定がほとんどなく、資

産に対する支配を失うリスクが

存在する。 

債権者が自由に資産の所在場

所と状況を監視（モニタリン

グ）できる権利と方法 

債権者は当該資産の所在及び状

況を、随時、どこでも、監視（定

期的な報告、実地検査等）するこ

とが可能。 

債権者は当該資産の所在及び状

況をほぼ随時、どこでも、監視す

ることが可能。 

債権者は当該資産の所在及び状

況をほぼ随時、どこでも、監視す

ることが可能。 

債権者は限定的にしか、当該資産

の所在及び状況を監視すること

ができない。 
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 優 良 可 弱い 

損害に対する保険 上位の優良保険会社による、強力

な保険（担保に対する損害を含

む）でカバーされている。 

優良保険会社による、十分な保険

（担保に対する損害を含まない）

でカバーされている。 

許容水準の保険会社による、平均

的な保険（担保に対する損害を含

まない）でカバーされている。 

保険によるカバー（担保に対する

損害を含まない）が不十分、又は

下位の保険会社によって付保さ

れている 
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別表 4：コモディティ・ファイナンスに関する基準 

 優 良 可 弱い 

財務体質 

取引の超過担保の程度 強い。 良い。 まずまず。  弱い。 

政治・法律面の環境 

カントリー・リスク カントリー・リスクなし。  カントリー・リスクは限定的（特

に、新興諸国の場合には、オフシ

ョア勘定で引当金を計上してい

る等）。 

カントリー・リスクがある（特に、

新興諸国の場合には、オフショア

勘定で引当金を計上している

等）。 

カントリー・リスクが大きい（特

に、新興諸国の場合には、その国

内勘定で引当金を計上している

等）。 

カントリー・リスク削減措置 非常に強力な削減措置： 

強力なオフショア制度 

戦略的なコモディティ 

第一級の買い手 

強力な削減措置： 

オフショア制度 

戦略的なコモディティ 

強力な買い手 

容認可能な削減措置： 

オフショア制度 

あまり戦略的ではないコモデ

ィティ 

容認可能な買い手 

部分的な削減措置にとどまる： 

オフショア制度がない 

非戦略的なコモディティ 

弱小な買い手 

資産の特徴 

流動性と損害に対する感応度 上場されたコモディティであり、

先物又は店頭（OTC）金融商品で

ヘッジ可能。コモディティは損害

を受けにくい。 

上場されたコモディティであり、

OTC 金融商品でヘッジ可能。コモ

ディティは損害を受けにくい。 

非上場のコモディティだが、流動

性は高い。ヘッジの可能性は不透

明。損害を受けにくい。 

非上場のコモディティで、市場の

規模や深度の点で流動性も低い。

適切なヘッジ手段はなく、損害を

受け易い。 

スポンサーの強さ 
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 優 良 可 弱い 

トレーダーの財務体質 取引方針やリスクに比べ、非常に

強い。 

強い。 適切。 弱い。 

後方支援（ロジスティック）プ

ロセスの管理能力を含む実績 

同種の取引において広範な実績

を有する。営業実績及びコスト効

率も優れている。 

同種の取引において十分な実績

を有する。営業実績及びコスト効

率も平均を上回る。 

同種の取引における実績が限定

的。営業実績及びコスト効率は平

均的。 

全般的な実績が乏しい、又は不透

明。コスト及び収益も不安定。 

取引の管理方針とヘッジ方針 取引相手の選別基準、ヘッジ基

準、モニタリング基準が厳格。 

取引相手の選別基準、ヘッジ基

準、モニタリング方針が適切。 

過去の取引で問題が発生してい

ない、又は、些少な問題で済んで

いる。 

過去の取引で、多大な損失を被っ

たことがある。 

財務情報開示の質 非常に良い。 良い。 十分。 開示情報に不明な点がある、又は

不十分。 

保全パッケージ 

資産に対する支配権 対抗要件を具備した第一順位の

担保権により、債権者は必要に応

じ随時、担保物件に対する法的な

支配権を行使できる。 

対抗要件を具備した第一順位の

担保権により、債権者は必要に応

じ随時、担保物件に対する法的な

支配権を行使できる。 

プロセスのいずれかの段階で、担

保物件に対する債権者の法的な

支配権に制約が生じる。そうした

制約は、場合によっては、取引プ

ロセスのノウハウ又は第三者の

引受けによって軽減される。 

契約の不備により、債権者が担保

物件に対する法的な支配権を失

うリスクがある。債権回収に問題

が生じる可能性がある。 

損害に対する保険 上位の優良保険会社による、強力

な保険（担保の損害を含む）でカ

バーされている。 

優良保険会社による、十分な保険

（担保の損害を含まない）でカバ

ーされている。 

許容水準の保険会社による、平均

的な保険（担保の損害を含まな

い）でカバーされている。 

保険によるカバー（担保に対する

損害を含まない）が不十分、又は

下位の保険会社によって付保さ

れている。 
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【第 7 章（内部格付手法）－第 3節（信用リスク・アセットの額の算出）関係】 

＜土地信託の取扱い＞ 

【関連条項】第 153条第 1項等 

第 153 条－Q1 土地信託において建物の建設等開発に要する資金を受託者が借り入れによ

り調達を行なう場合、受託者である信託銀行が負担する債務にかかる信用リスク・アセ

ットの額の算出はどのように行えばいいですか。 

(A) 

土地信託において、建物の建設等開発に要する資金を受託者が借り入れにより調達を行な

う場合、この借り入れ行為は信託事務処理の一つであると考えられます。信託財産に関す

る事務処理費用は、本来信託財産中より支弁すべきものであるところ、受託者は、第三者

である債権者に対して、信託財産以外に受託者個人としても債務を負担することになりま

す。受託者が信託財産中の借入債務を弁済するに当たり、受託者の固有財産から支弁した

ときは、信託財産に対して補償請求します(信託法第 36条第 1項)。また、受益者に対して

も補償請求することができます(信託法第 36条第 2項)。このような状況においては、受託

者は、第三者である債権者からの借入債務について、信託財産から支弁できない場合又は

受益者から補償を受けられない場合に、損失を被るリスクがあると考えられます。 

こうした状況を踏まえると、土地信託にかかる信用リスク・アセットの額の算出方法につ

いては、下記の二つの考え方（①及び②）が適当であると考えられます。 

① 土地信託の事業にかかるリスクとみる考え方 

信託銀行が負担する債務にかかる信用リスク・アセットの額は、借入債務が一次的には

信託財産に帰属し、土地信託の事業にかかるリスクに他ならないことを踏まえれば、信

託財産に対するエクスポージャーとみなして算出する方法、すなわち、借入債務の額を

EAD とし、当該信託財産に関する PD 及び LGD、並びに、事業法人向けエクスポージャー

にかかる信用リスク・アセットの額の算式(第 153 条第 1 項)又はその他リテール向けエ

クスポージャーにかかる信用リスク・アセットの額の算式(第 161 条第 1 項)を用いる方

法が考えられます。なお、信託財産に関する PD及び LGD の推計を行うにあたり、最低要

件を満たすことができない場合は、事業用不動産向け貸付け(第 1 条第 46 号及び同条第

49 号)に該当する限りにおいて、スロッティング・クライテリア(第 153 条第 3 項及び同

条第 5項)を利用することができると考えられます。 

② 受益者に対するリスクとみる考え方 

受益者に対しても補償請求することが可能であることを前提として、受益者に対するエ

クスポージャーとみなして信用リスク管理を行うことも考えられます。このような前提

に立つ場合、受益者に対するエクスポージャーとみなして、借入金債務の額を EAD とし、
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当該受益者に対する PD、LGD 及び事業法人向けエクスポージャーにかかる信用リスク・

アセットの額の算式(第 153 条第 1 項)又はその他リテール向けエクスポージャー事業法

人向けエクスポージャーにかかる信用リスク・アセットの額の算式(第 161 条第 1 項)を

用いる方法が考えられます。この方法による場合、所謂信託財産の担保的機能に鑑み、

信用リスク削減効果を勘案することができると考えられます(例えば、基礎的内部格付手

法を採用する金融機関であって、受益者が事業法人である場合については第 156 条第 4

項の規定を参照。)。 

もっとも、受益者に対するエクスポージャーとみなす方法は、当該受益者に対する補償請

求が可能であることを前提として所要自己資本の算出を行うものであるところ、信託法上

受益権の放棄の可否を巡る議論があることには留意が必要です。ただし、信用リスク管理

の適切性を図る観点から、土地信託に関する損失の実態に照らして、このような前提を置

くことが合理的である限りは、受益者に対するエクスポージャーとみなす方法を一律に否

定すべきものではないと考えられます。

以上の通り、土地信託にかかる信用リスク・アセットの額の算出については二つの方式が

想定されますが、案件特性等により主として信託財産の信用リスクと捕らえた方が適切な

リスク管理が可能となるケースも、主として受益者の信用リスクと捕らえた方が適切なリ

スク管理が可能となるケースも存在すると考えています。従って、各金融機関においては、

適切なリスク管理の観点から相応しい方式について検討を行い、複数の手法を採用する場

合にあっては、両手法間で恣意的な運用が可能でない程度に十分な規定化を行った上で、

当該規定を適切に運営して頂く必要があります。

＜マチュリティ＞ 

【関連条項】第 158条第 2項 

第 158 条－Q1 契約上の支払債務の実効マチュリティが算出不可能であり、かつ、契約上

定められた当該エクスポージャーの残存期間が明確でないエクスポージャーについて、

「その他の保守的な値」はどのように考えれば良いですか。 

(A) 

事業法人等向けエクスポージャーについて信用供与の残存期間が明確でない場合は、第

158 条第 2 項に従い「その他の保守的な値」をマチュリティとして用いることとなります。

当該「その他の保守的な値」については、原則的には金融機関側から無条件に解約が可能

となる時点までの期間を保守的に考慮し、信用リスク管理指針等で基準を定めたうえで運

用することが求められています。 

例えば、満期や期間が明示されていないエクスポージャーとして、①当座貸越等につい

ては契約内容及び審査の見直し間隔を考慮した基準の設定、②各種預け金等については業

務上の必要性等を考慮した基準の設定（事実上 5 年間以上解約が不可能であるものは、マ

チュリティの最長期間である 5 年とする等）が考えられます。また、全部又は一部の期限
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が到来している延滞債権等のエクスポージャーについては、金融機関における期限の利益

喪失の手続き等の内部管理と整合的な基準の設定が考えられます。 

＜従業員向け住宅ローンの取扱い＞ 

【関連条項】第 162条、第 192 条、第 193 条第 2項 

第 162 条－Q1 従業員向け住宅ローンについて、どのような信用リスク・アセットの額の

算出方法がありますか。 

(A) 

企業の従業員の住宅取得を資金使途とした貸付、所謂従業員向け住宅ローンについては、

従業員が所属する事業会社による保証が付与されており、このため債権者である金融機関

等による住宅への抵当権設定は行われていないケースや、従業員の退職の際には当該ロー

ンの借換えが行われる取決めとなっているケース等、通常の住宅ローンとは異なる特徴を

有しているところです。金融機関のリスク管理実務においてはこのような特徴を踏まえて

事業会社向けの与信として内部管理を行ってきた慣行もありますが、このような内部管理

のあり方については、これまでのリスク管理の慣行上、相応の合理性は認められるものと

考えられます。 

一方、内部格付手法においては、たとえ保証によるリスク削減効果を勘案する際であっ

ても、主債務者たる従業員について「保証がないと仮定した場合のプールへの割当て及び

それに基づく PD、LGD 及び EAD の推計」が求められています。しかしながら、既存の案件

についてのリスク管理慣行を踏まえ、上記のような住宅ローンを事業会社向けの与信とし

て内部管理を行っている金融機関においては、これを事業会社向けの与信として信用リス

ク・アセットの額を算出することを許容することとします。 

なお、バーゼルⅡの実施後（平成 19年 3月 31 日）以降に新規に取扱う案件については、

原則通り主債務者の信用リスクを評価した上で、保証の効果を勘案することが求められま

す。また、既存の案件についても、リテール向けエクスポージャーとして適切に管理が行

われている金融機関に対して、又は、事業会社向け与信として内部管理を行ってきたもの

の住宅ローンとして適切な管理が行われることとなったエクスポージャーに対して、上記

に示した例外措置による取扱いを求めるものではなく、リテール向けエクスポージャーと

して信用リスク・アセットの額の算出を行うことは許容されます。 
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＜株価指数先物取引によるヘッジ効果の認識＞ 

【関連条項】第 166条第 5項 

第 166 条－Q1 内部格付手法を採用する金融機関がマーケット・ベース方式の簡易手法及

び PD/LGD 方式を用いて株式等エクスポージャーの信用リスク・アセットの額を算出す

る場合に、株価指数先物取引を「特定の保有株式のヘッジとして明示的に仕組まれて」

いるものと認識することは可能ですか。 

(A) 

内部格付手法を採用する金融機関がマーケット・ベース方式の簡易手法及び PD/LGD 方式

を用いて株式等エクスポージャーの信用リスク・アセットの額を算出する場合で、現物資

産のショート・ポジション及び派生商品取引のショート・ポジションを保有株式のヘッジ

として認識し、個別銘柄のロング・ポジションとの相殺を行なうには、第 166 条第 5 項に

規定されているように、当該ショート・ポジションが少なくとも「特定の保有株式のヘッ

ジとして明示的に仕組まれて」いることが必要です。従って、ヘッジの認識が可能となる

のは、ヘッジの対象となる個別株式（現物資産）のショート・ポジションや個別株式を参

照する派生商品取引のショート・ポジション等が基本的に想定されますが、必ずしもこれ

らに限定されるものではなく、金融機関の内部管理において特定の保有株式のヘッジとし

て利用されているヘッジ手段についても、特定の保有株式のヘッジとして安定的に機能す

る蓋然性について疎明できる限りにおいて、そのヘッジ効果を認識することが可能と考え

ています。 

こうした趣旨から、株価指数先物取引については、内部格付手法を採用する金融機関の内

部管理において当該株価指数先物取引が特定の保有株式のヘッジとして利用されており、

ヘッジ対象の個別株式と相応の相関を安定的に有していることなど、そのヘッジ効果を合

理的な根拠に基づき疎明できる場合は、当該株価指数先物取引を「保有株式のヘッジとし

て明示的に仕組まれて」いると認識することが可能であると考えられます。 

＜PD/LGD 方式におけるフロア＞ 

【関連条項】第 166条第 13 項 

第 166 条－Q2 PD/LGD 方式を用いて株式等エクスポージャーの所要自己資本を算出する際

に、政策保有目的で保有している他の金融機関の株式についても、100％のリスク・ウ

ェイトを下限（フロア）として良いですか。（平成 19年 3月 23 日追加） 

(A) 

第 166 条第 13 項では、「当該株式投資が長期的な顧客取引の一部をなしており、短期的

な売買により譲渡益を取得することが期待されておらず、長期的にトレンド以上の譲渡益

を取得することが予定されていない」上場株式と、「当該株式投資に対する回収が譲渡益で

はなく定期的なキャッシュ・フローに基づいており、トレンド以上の将来の譲渡益又は利

益を実現させることは予定していない」非上場株式について、100％のリスク・ウェイトを
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下限（フロア）とすることを許容しています。一方、金融機関の株式を保有している場合

は、第 8 条第 1 項第 1 号に基づき自己資本控除の扱いとされるものを除き、監督指針上、

全て「純投資目的等」による保有に該当することとなります。従って、第 166 条第 12 項に

規定されるフロア（上場株式は 200％、非上場株式は 300％のリスク・ウェイト）が適用さ

れることとなります。

＜みなし計算における外部格付の参照方法＞ 

【関連条項】第 167条第 1項 

第 167 条－Q1 保有するエクスポージャーの裏付けとなる個々の資産の信用リスク・アセ

ットの総額を計算する場合（所謂ルックスルー）であって、当該裏付けとなる個々の資

産の対象となる事業法人等に対する貸出を直接行っていない等により債務者格付を適

切に付与できないときは、外部格付のみを利用して当該裏付けとなる個々の資産の信用

リスク・アセットの額を算出することは可能ですか。 

(A) 

内部格付手法を採用する金融機関が、第 167 条第 1項に基づき、保有するエクスポージャ

ー（所謂ファンド）の裏付けとなる個々の資産の信用リスク・アセットの総額を算出する

場合、第 4 節第 1 款から第 8 款までに規定されている内部格付手法に係る最低要件を充足

することが求められます。 

しかしながら、金融機関が当該裏付けとなる個々の資産の対象となる事業法人等に対し貸

出を直接行っていない場合には、貸出を行っている場合と比較して入手可能な情報が限定

されるという実務的な問題が生じ得ます。このような場合であっても、外部格付等の外部

の情報を用いた債務者格付の付与及びこれに基づくデフォルト確率（PD）等の推計が求め

られています。もっとも、その際には、第 185 条第 2 項及び同条第 3 項に規定されている

ように、「保有する情報量が少ない場合は、債務者格付及び案件格付の付与又はプールへの

割当てを、より保守的に行」う必要があるほか、「エクスポージャーに対して格付を付与し、

又はエクスポージャーをプールに割り当てる際の主要な要素として外部格付を用いる場合

は、それ以外の関連する情報も考慮に入れ」ることが求められています。 

このような要請から、内部格付手法を採用する金融機関は、当該裏付けとなる資産の対象

となる事業法人等が有する外部格付と自らの債務者格付の性質の違いを充分に認識するこ

と、例えば外部格付を付与する外部信用評価機関等と自らの内部格付制度における格付基

準との十分な比較分析、共通の債務者に対して付与されている外部格付と内部格付の比較、

各格付区分の PDの実績値及びデフォルトの定義の比較並びに当該比較の時系列での安定性

の分析、そして保有する情報量が少ないことによる保守的補正の必要性の是非等を総合的

に考慮をしたうえで、外部格付と内部格付の紐付け（マッピング）を行うことが求められ

ます。 

なお、ファンドの裏付けとなる資産の構成が容易に変化し得る場合や、当該裏付けとなる
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個々の資産の対象となる事業法人等のデフォルトに関する十分な情報を適時適切に入手す

ることが困難な場合は、当該裏付けとなる個々の資産の対象となる事業法人等は各内部格

付に対応する PD 推計のための母集団には含めないことが基本となります。 

＜ファンドに含まれる派生商品取引等の取扱い＞ 

【関連条項】第 167条第 1項 

第 167 条－Q2 第 167 条第 1 項に従い保有するエクスポージャーの裏付けとなる個々の資

産の信用リスク・アセットの総額を計算する場合（所謂ルックスルー）であって、当該

エクスポージャーの裏付けとなる資産の中に株式関連派生商品取引が含まれている場

合の信用リスク・アセットの額の算出方法はどのようになりますか。（平成 25 年 3 月

28 日修正） 

(A) 

第 167 条第 1項においては、保有するエクスポージャー（所謂ファンド）の「信用リスク・

アセットを直接に計算することができない場合で、当該エクスポージャーの裏付けとなる

個々の資産が明らかなときは、当該裏付けとなる個々の資産の信用リスク・アセットの総

額をもって当該エクスポージャーの信用リスク・アセットとすることができる。」と規定さ

れています。こうした場合であって、当該エクスポージャーの裏付けとなる資産の中に株

式関連派生商品取引が含まれるときは、第 157 条第 5項において準用される第 79 条の規定

に従い算出される額を EAD として、取引の相手方のリスク・ウェイトを乗ずることにより、

取引の相手方に対する信用リスク・アセットの額及び CVA リスク相当額を算出する必要が

あります。これに加えて、資産のリスクに関しては、内部格付手法を採用する金融機関が

株式等エクスポージャーの信用リスク・アセットの額の算出に際して PD/LGD 方式及びマー

ケット・ベース方式の簡易手法を用いる場合は、第 166 条第 5 項及び同条第 6 項に従い、

必要に応じショート・ポジションはロング・ポジションと見なした上で、株式等エクスポ

ージャーの保有に対する信用リスク・アセットの額を算出することになります。 

具体的には、以下のような例において、内部格付手法を採用する金融機関がマーケット・

ベース方式の簡易手法を用いている場合、次のように信用リスク・アセットの額を算出す

ることになります。 

＜前提条件＞ 

・ファンドの時価及び当該ファンドを保有する金融機関における簿価：100 百万円 

・株式ロング・ポジション（非上場株式）：90 百万円 

・派生商品取引（取引所における株価指数先物、取引相手方は適格中央清算機関）のショ

ート・ポジション（ロング・ポジションとすべて異なる銘柄で構成）：想定元本 90 百万

円（日経平均株価 15,000 円、 取引単位 1,000 円、 6 単位、 時価 10百万円、残

存期間 1年以内） 
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 EAD 
リスク・ 

ウェイト 

信用リスク・ 

アセットの額 

株式ロング・ポジション 90 百万円 400％ 360 百万円 

株式ショート・ポジション 

（資産に対するリスク） 
90 百万円 300％ 270 百万円 

株価指数先物の 

ショート・ポジション 

（取引の相手方に対するリス

ク） 

10 百万円＋5．4

百万円（←90百

万円×6.0％）

2%(注 1) 0.3 百万円 

CVA リスク相当額   0 百万円(注 2)

合計 630.3 百万円 

(注 1) 適格中央清算機関に対するトレード・エクスポージャーのリスク・ウェイト 

(注 2) 中央清算機関との間の派生商品取引については、CVA リスク相当額の捕捉は不要 

＜基礎的内部格付手法における投資事業組合等への出資枠の取扱い＞ 

【関連条項】第 167条 

第 167 条－Q3 基礎的内部格付手法において、事業再生等を目的とする投資事業組合等へ

の出資枠の未引出額の掛目は何％ですか。（平成 18 年 12 月 27 日追加） 

(A)  

事業再生等を目的とする投資事業組合等への出資に際しては、通常、契約期間中に当該

投資事業組合等から出資の要求（キャピタル・コール）があった場合に、一定の金額（出

資枠）を限度に出資を行う契約になっています。このような出資契約においては、与信先

からの要求に応じ一定の金額（融資枠又はコミットメント額）を限度に資金を提供する点

において、コミットメントと基本的に同様と考えられることから、基礎的内部格付手法採

用行が出資枠から既に出資した額を控除した未引出部分のデフォルト時損失額（EAD）を算

出するに際しては、第 157 条第 4 項のコミットメントに係る掛目を当該未引出額又は債務

者の報告するキャッシュ・フローに応じた信用供与可能額の上限の存在その他の利用制限

を勘案した額のいずれか低い方に乗じることとします。従って、当該出資契約を任意の時

期に無条件で取消可能な場合、第 157 条第 4 項第 1 号に基づき、未引出額又は債務者の報

告するキャッシュ・フローに応じた信用供与可能額の上限の存在その他の利用制限を勘案

した額のいずれか低い方に対して 0％の掛目を乗じて得た額を既に出資した額に加えた額

が、当該出資契約の信用リスクに係る EAD となります。また、その他の場合には、75％の

掛目を未引出額又は債務者の報告するキャッシュ・フローに応じた信用供与可能額の上限

の存在その他の利用制限を勘案した額のいずれか低い方に乗じて得た額と既に出資した額
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の総額が、当該出資契約の信用リスクに係る EAD となります。 

＜信用リスク・アセットのみなし計算＞ 

【関連条項】第 167条第 1項等 

第 167 条－Q4 保有するエクスポージャーの裏付けとなる個々の資産の信用リスク・アセ

ットの総額を計算する場合（所謂ルックスルー）で、裏付けとなる個々の資産の一部が

必ずしも明らかでないときは、当該不明部分の信用リスク・アセットの額を保守的に算

出することは可能ですか。（平成 19年 5月 9日追加） 

(A) 

第 167 条第 1 項に基づき、保有するエクスポージャーの裏付けとなる個々の資産の信用

リスク・アセットの総額を計算する場合（所謂ルックスルー方式）は、原則として、当該

エクスポージャーの裏付けとなる個々の資産を把握し、当該裏付けとなる個々の資産の信

用リスク・アセットの総額を算出する必要があります。当該エクスポージャーの裏付けと

なる個々の資産の把握に際しては、当該エクスポージャーごとに一貫性をもって用いるこ

とを前提に、決算期末の資産運用報告書等に代えて、決算期末前の直近の資産運用報告書

等を参照することも可能です。 

こうした中、裏付けとなる個々の資産の一部を把握することが困難な場合には、裏付けと

なる資産の運用に関する基準に基づき、裏付けとなり得る資産のリスク・ウェイトのうち

最大のものを当該不明部分の EAD に適用することにより、信用リスク・アセットの額を算

出することで差し支えありません。また、裏付けとなる資産の運用に関する基準を用いて

も、当該不明部分の信用リスク・アセットの額の算出が困難な場合には、第 167 条第 5 項

に基づき、当該不明部分のリスク・ウェイトの加重平均が 400％を下回る蓋然性が高いとき

は、当該不明部分の額に 400％を乗じた額を、それ以外のときは当該不明部分の額に 1250％

を乗じた額を、当該不明部分の信用リスク・アセットの額とすることも可能です。 

＜ローン・パーティシペーションの取扱い＞ 

【関連条項】第 169条 

第 169 条－Q1 ローン・パーティシペーション（参加利益）を行った場合の取扱いは、ど

のようなものですか。 

(A)  

ローン・パーティシペーション（参加利益）については、参加利益の対象となる債権に係

るリスクが参加割合に関してすべて参加利益を購入した金融機関（内部格付手法採用を採

用する金融機関）に移転することになる場合、当該金融機関においては購入債権の取扱い

が適用されることとなります。従って、参加利益を購入した内部格付手法を採用する金融

機関は、第 169 条に基づき、参加利益の対象となる債権（購入債権）の信用リスク・アセ



38

ットの額を、当該債権のデフォルト・リスク相当部分の信用リスク・アセットの額と希薄

化リスク相当部分の信用リスク・アセットの額の合計額として算出する必要があります。 

もっとも、参加利益においては、参加利益を購入した内部格付手法を採用する金融機関は

購入債権のデフォルト・リスク及び希薄化リスクだけでなく、参加利益の売却元（セラー）

のデフォルト・リスクにも晒されることとなります。このため、デフォルト・リスク相当

部分の信用リスク・アセットの額の算出に当たっては、購入債権のデフォルト・リスク相

当部分の信用リスク・アセットの額と、セラーに購入債権相当額について直接信用供与を

行った場合の信用リスク・アセットの額の双方を足しあげることが求められます。 

他方、希薄化リスクについては、例えば、参加利益の希薄化リスクが相殺リスクのみであ

り、相殺リスクが顕在化する局面はセラーにデフォルト事由が生じた場合に限られるもの

の、実際に相殺が行われた際はセラーに「弁済の受領」があったものと契約上見なされる

場合など、相殺リスクを含めた「希薄化リスク相当部分が重要でない」ことを内部格付手

法を採用する金融機関が監督当局に対し疎明できるときは、第 169 条に基づき、デフォル

ト・リスク相当部分の信用リスク・アセットの額を当該参加利益の対象となる債権（購入

債権）の信用リスク・アセットの額とすることができます。 

このほか、参加利益の売却を行った内部格付手法を採用する金融機関については、現行規

制と同様に、日本公認会計士協会の「ローン・パーティシペーションの会計処理及び表示

（平成 7年 6月 1日付会計制度委員会報告第 3号）」に基づき、参加利益の対象となる債権

に係るリスクが参加割合に関してすべて投資家に移転することになる場合、当該債権の信

用リスク・アセットの額の計上は不要です。 

＜フル・リコース型の購入債権の取扱い＞ 

【関連条項】第 169条 

第 169 条－Q2 譲渡人（セラー）より債権を購入するに際し、購入債権にデフォルト等一

定の事由が生じた場合に、当該事由が生じた購入債権をセラーが買い戻すことが条件と

なっているときは、セラー向けの直接与信として信用リスク・アセットの額を算出する

ことは可能ですか。（平成 19年 5月 9日追加） 

(A) 

譲渡人（セラー）より債権を購入した場合、譲受人である内部格付手法採用行は当該購

入債権の信用リスク・アセットの額を第 169 条に基づき算出することとなります。もっと

も、購入債権にデフォルト等一定の事由が生じた場合に、当該事由が生じた購入債権をセ

ラーが無条件で全額買戻すこと（補償・補填を通じ、譲受人の損失が発生しないことを含

む）が条件となっているときは、セラー向けのエクスポージャーとリスク特性が同様にな

り得るほか、本邦の金融実務においてもセラー向けの直接与信として管理されていること

が通常です。こうしたリスク特性及び本邦金融実務を踏まえ、次の 4 つの要件を満たして

いる購入債権については、第 153 条から第 165 条に基づき、セラー向けのエクスポージャ
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ーとして信用リスク･アセットの額を算出することを可能とします。なお、その際、買戻し

条件が付されている購入債権の額が EAD となります。 

① セラーが購入債権を買戻す事由に、当該購入債権について支払期日又は当初予定され

ていた返済スケジュールに遅延が生じることが含まれていること（注）。 

② セラーが購入債権を買戻す事由に、当該購入債権に係る契約の取消し又は解除、当該

購入債権の債務者の譲渡人に対する債権を自働債権、当該購入債権の譲受人が保有す

る購入債権を受働債権とする相殺その他の事由により、当該購入債権が減少すること

（希薄化）が含まれていること（注）。 

③ 購入債権を買戻す事由が発生した場合は、セラーは当初約定された回収金引渡し期日

又は買い戻し期日までに遅滞なく当該事由が生じた購入債権を譲受人より買戻し、譲

受人である内部格付手法採用行は、セラーに対して当該事由が生じた購入債権の残高

相当額に関する支払いを求めることができるのと同等の請求権を有する旨契約書に

定められていること。 

④ セラーの内部格付を付与するに際し、当該購入債権をセラー向けエクスポージャーと

して考慮することをはじめ、セラーの信用リスクを適切に評価していること。 

なお、上記の取扱いは、例えば以下のような取引において適用されることが想定されま

す。

 企業（例えば商社）が自社の売掛債権又は当該売掛債権を信託譲渡して得る受益権

を金融機関に売却する取引。

 企業（例えば製造業者）が自社の輸出手形債権又は当該輸出手形債権を信託譲渡し

て得る受益権を金融機関に売却する取引。

 企業（例えば小売業者）が自ら賃借する建物等の賃貸人に対する貸付金債権又は貸

付金債権を信託譲渡して得る受益権を金融機関に売却する取引。

 リース会社が自社のリース料債権又は当該リース料債権を信託譲渡して得る受益権

を金融機関に売却する取引。

（注）セラーが購入債権を買戻す事由として要件①及び②通りの内容で契約上記されてい

ない場合でも、当該契約上明記されている買戻し事由によって要件①及び②が実質的

に担保されているならば、当該要件を満たす扱いとして差し支えありません。 

＜購入債権の希薄化リスク相当部分の信用リスク・アセットの額＞ 

【関連条項】第 172条第 2項 
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第 172 条－Q1 購入債権の希薄化リスクが相殺リスクのみであり、当該債権の希薄化リス

ク相当部分の ELdilutionが推計できない場合、当該 ELdilutionに代えてセラーの PD を希薄

化リスク相当部分の信用リスク・アセットの額の算出に用いて良いですか。 

(A) 

購入債権の希薄化リスク相当部分の信用リスク・アセットの額の算出に当たっては、第

172 条第 2項に基づき、PD に代えて ELdilutionを用いる扱いとなっております。従って、購入

債権を保有している場合は、基本的に ELdilutionを推計する必要があります。 

もっとも、①購入債権の希薄化リスクが相殺リスクのみであり、「相殺リスクが顕在化す

る局面は当該債権の譲渡人（セラー）にデフォルト事由が生じた場合に限られる。」と想定

することが、金融機関内部のリスク管理の適切性を損なうものでないことについて内部格

付手法を採用する金融機関が合理的な説明を行え、かつ、②当該債権の希薄化リスク相当

部分の ELdilutionが推計できない場合は、購入債権の ELdilutionに代えてセラーの PD を希薄化

リスク相当部分の信用リスク・アセットの額の算出に用いることを可能とします。 
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【第 7 章（内部格付手法）－第 4 節（最低要件）関係】 

＜内部格付制度の設計＞ 

【関連条項】第 180条第 2項第 2号 

第 180 条－Q1 グループ内における複数の事業体から同一債務者（事業法人等向けエクス

ポージャーに該当）に対して与信を行っている場合に、各事業体が付与する債務者格

付が異なっていることは許容されますか。 

(A) 

第 180 条第 2項第 2号において、①トランスファー･リスクを考慮し、債務者の所在地国

の通貨建て又はそれ以外の通貨建てであるかに応じて異なる債務者格付を付与する場合と、

②当該エクスポージャーに関連する保証が債務者格付において勘案されている場合とを除

き、「同一の債務者に対する複数の事業法人等向けエクスポージャーを有する場合は、これ

らに対して同一の債務者格付が付与されること。」と規定しています。所要自己資本の額の

算出における恣意性排除やグループ全体として整合的なリスク管理態勢確立の観点から、

金融機関のグループ内で内部格付手法を採用する事業体間で同一債務者に対する債務者格

付が異なることは原則認められません。もっとも、このような取扱いについては、第 179

条第 2項に示しているとおり、複数の内部格付制度の整備を排除するものではありません。 

なお、既に内部格付手法を採用している金融機関が、合併等を通じて新たに同一債務者

を有することとなった場合においては、最低要件を満たさない事由が一時的に生じること

になることから、第 144 条第 2 項の規定に基づき、当該事由に関する改善計画を記載した

書類を速やかに提出して頂くことになります。 

＜案件格付＞ 

【関連条項】第 180条 

第 180 条－Q2 基礎的内部格付手法における案件格付制度に求められるものは何ですか。 

(A) 

基礎的内部格付手法においては、事業法人等向けエクスポージャーに係る所要自己資本

の額の算出に LGD の当局設定値を用いることに鑑み、第 180 条第 4 項において、取引に特

有の要素を評価した場合のデフォルト時の回収可能性のみを反映した案件格付制度の整備

だけでなく、「債務者及び取引に特有の要素を勘案」した期待損失ベースの案件格付の整備

も許容されることと規定されています。 

第 204 条第 1項において、「格付並びに PD 及び LGD は、内部格付手法採用行の与信審査、

リスク管理、内部の資本配賦及び内部統制において、重要な役割を果たすものでなければ

ならない。」とされており、当該規定は基礎的内部格付手法における案件格付についても適

用されることから、デフォルト時の回収可能性又は期待損失ベースでの案件格付について

相応の精緻化が求められることになります。 
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具体的には、案件格付の整備については、換言すれば与信判断や案件審査の中で回収可

能性が明示的に捕捉されていることが求められる事項であり、この場合、連続的な格付体

系（明示的に格付区分を設けず直接 LGD を推計する体系）を排除するものではなく、少な

くとも金融機関が実際の与信判断や案件審査のベースとなる回収率や保全率といった、回

収可能性に関する推計値に基づくものであることが求められます。当該推計値については、

所要自己資本の額の算出に直接利用されないことに鑑み、当面の間は経験則に基づく値の

使用を排除するものではありませんが、信頼性の欠けた推計値をベースにした案件格付が

真の意味で「重要な役割を果たす」ことは困難であると考えられることから、実績データ

に基づく数値検証を経ることで、着実に精度向上を図って頂く必要があるものと考えてい

ます。 

今後、金融機関のリスク管理実務の発展を踏まえつつ、基礎的内部格付手法を採用する金

融機関における案件格付については、「格付の利用」の充足の観点も考慮し、引続き検討し

ていきます。 

＜内部格付制度の設計＞

【関連条項】第 184条第 4項、第 196 条 

第 184 条－Q1 格付付与の際に定性的な評価を勘案している場合の留意点は何ですか。 

（平成 18年 7月 28日追加） 

(A) 

 内部格付手法を採用した際には、自己資本比率規制において、自らの推計パラメータに

基づき自己資本比率の算出が認められるため、自己資本比率計算に至るプロセスの客観性

や算定根拠の明確化が求められることとなります。 

内部格付制度においても、恣意的な運用がなされることのないよう事前に格付基準やプ

ール割当て基準等を明確化することが求められ、例えば、第 184 条第 4 項では格付基準や

格付プロセスに関して可能な限り手続きを明文化して再現性を確保することが規定されて

います。 

一方で、一般的には数値基準等を設けることに限界があるとされる「定性的な評価」に

ついては、格付基準等の客観化に努力を要することが想定されるものの、金融機関内部に

蓄積された与信実務に係る共有知見の活用や、中小企業等に係る債務者実態の適切な反映

といった面で有用性が高いと認識されているところです。従って、格付制度の客観性等の

観点のみから、徒に定性的な評価を格付プロセスから除外することではなく、審査担当者

等に蓄積されたノウハウの普遍化・明文化を図り可能な限り格付基準等の客観化に努める

と共に、実績検証からの内部格付の客観性の確認、内部統制による格付プロセスの適切性

確保といった対応を総合して恣意的運用の余地を狭めつつ活用を図る等の検討が適切であ

ると考えられます。 

上記のとおり、内部格付制度において定性的な評価を用いる場合においては、①格付基
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準・格付プロセスの明文化（第 184 条第 4項、第 196 条）、②実績検証による内部格付の客

観性の確認（第 190 条第 3項第 2号、第 233 条）、③制度運用における適切性の確保（第 202

条、第 203 条）等の観点での対応を総合して、恣意的運用に関する懸念への対処が可能で

あり、これらも踏まえて各金融機関に適合した内部格付制度の設計及び運用を図っていく

ことが重要であると考えています。 

＜内部格付制度の運用＞

【関連条項】第 185条第 3項 

第 185 条－Q1 「エクスポージャーに対して格付を付与し、又はエクスポージャーをプー

ルに割当てる際の主要な要素として外部格付を用いる場合」とありますが、この場合に

おいては内部格付手法の最低要件を満たす必要はないとの理解で良いですか。 

(A) 

 当該規定は、格付の付与及びプールへの割当てに際して、主要な要素として外部格付が

利用される状況も想定した上で、関連する情報も考慮に入れた適切な格付制度の運営を求

めています。例えば、各外部格付機関で採用されているデフォルト定義や評価基準等に係

る差異の考慮、及び外部格付以外に金融機関内部にて保有する情報や参照すべき情報の勘

案等が必要になると考えられ、これらを含め外部格付を用いる場合の内部格付の付与プロ

セスを定める必要があります。その場合、他の内部格付の付与プロセスとの整合性が確保

され、内部格付手法で求める最低要件に適合した格付の付与及びプールへの割当てがなさ

れることが求められます。

＜外部ベンダーモデル等＞

【関連条項】第 189条、第 190 条第 3項第 2号、第 191条、第 211 条、第 213 条 

第 191 条－Q1 債務者格付やパラメータ推計において、外部モデルベンダーにより開発され

たモデルを使用している場合の留意点は何ですか。（平成 18年 7月 28 日追加） 

(A) 

外部モデルベンダー等が提供するモデル（外部モデル）及び外部データの利用について

は、バーゼル銀行監督委員会による「Use of Vendor Products in the Basel II IRB Framework 

(Basel Committee Newsletter No.8、 March 2006)」において、利用に際しての前提条件

や留意が公表されています。 

このような留意等を必要とする背景として、例えば、外部モデルにおける一般論として、

当該モデルを開発した外部ベンダーの知的財産権の保護やデータソースの秘匿等を理由と

して、モデル構築プロセスやモデル・ロジック、モデル構築データやその統計処理等の取

扱い、及びモデル検証結果等に関する情報開示等に制約があり、金融機関がリスク管理を

適切に行う上で必要となるモデルの性能検証等に工夫や努力を要する状況、所謂「ブラッ

クボックス」部分が残る状況が想定されます。また、金融機関の内部データを使用した内
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部開発モデルとの比較では、モデル開発データ数の充実等のニーズが想定される一方で、

金融機関の債務者特性の反映や与信プロセスとの適合等の観点で、実務でのモデル利用に

際して留意を要することも想定されます。例えば、自行の与信実務に関する知見を加味し

たモデルの利用方法や、モデル構築データと自行ポートフォリオが相違することによる影

響を踏まえたモデルの利用方法等を十分に分析・検討することが必要であると考えられま

す。 

このような視点から、外部モデルについては、①モデルの制約や特性を踏まえた利用目

的が明文化されているか、②モデル内容の理解・ブラックボックス部分の把握は適切であ

るか、③自行の格付基準等との整合性（評価ギャップの程度）や内部格付制度が前提とす

る最低要件の充足状況（デフォルト定義を含むモデル構築データと自行ポートフォリオと

の整合性、第 189 条各号に関する事項等）は確認されているか、④当該金融機関の内部デ

ータに対するパフォーマンス評価（客観性・有意性・安定性等）は十分に把握されている

か、等について説明が求められ、これを踏まえて第 190 条第 3 項第 2 号及び第 191 条に定

める書類を整備し提出することが必要となります。その際、原則として、外部ベンダーが

当該金融機関に開示したモデル解説書や検証報告書等の添付も求められます。 

もっとも、これら説明は外部モデルの利用目的や内部格付制度に与える影響等を考慮し

た上で必要に応じた説明を求めるものであり、例えば、外部モデルを格付付与プロセスに

おける債務者の序列評価の一要素としてのみ利用する場合は、必ずしもデフォルト定義に

関する厳密な整合性を説明する必要はないと考えられます。一方で、例えばモデルの評価

（推定デフォルト確率）を内部格付手法における PD 推計値として用いる場合にはデフォル

ト定義の整合性に係る説明は必要であり、また、モデルの評価（序列評価）をそのまま最

終的な内部格付とするような取扱いを行う場合には、基本的には上記③の自行の格付基準

等との整合性や最低要件の充足状況に関する疎明が必要になります。 

なお、外部データの使用に際しても上記同様であり、特にパラメータ推計に外部データ

を使用する場合には、デフォルト定義、母集団性やデータ抽出された時点の貸出・回収基

準、内部格付制度及び格付基準、並びにその他重要な特性に関して、当該パラメータを適

用するエクスポージャーとの整合性・類似性の確認が求められると共に、外部データの利

用により得られる格付区分ごと・プール区分ごとのパラメータ推計に関する結果と、内部

データのみの利用により得られた結果とを比較・分析することが求められます（第 211 条

第 1項・第 2項、第 213 条第 2項）。 

＜船舶ファイナンスにおける親会社保証の取扱い＞ 

【関連条項】第 192条 

第 192 条－Q1 船舶ファイナンスにおいて、借入人の親会社等が保証を提供している場合、

当該親会社等向けのエクスポージャーとして信用リスク・アセットの額を算出すること

は可能ですか。（平成 19年 5月 9 日追加） 
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(A) 

船舶ファイナンスにおいては、船舶法・船舶職員法等により、海運会社が便宜置籍国等

に法人（以下、船舶 SPC）を設立し、当該船舶 SPC が船舶の建造や運行等を目的とした借入

や為替取引等を金融機関より行うことがあります。こうした取引が、利払い及び返済の原

資を当該船舶からの収益に限定し、当該船舶を担保の目的とする場合は、第 1条第 44 号に

規定されるオブジェクト・ファイナンスとして認識され、特定貸付債権の取扱いが適用さ

れることとなります。ただし、本邦金融実務においては、こうした取引に際し、金融機関

が船舶 SPC の親会社等の保証を徴求することが通常となっており、そのような場合には、

実質的に当該船舶 SPC の親会社等向けのエクスポージャーとして取扱うことが適当と考え

られます。このような本邦金融実務を踏まえ、次の 2 つの要件を満たした船舶 SPC 向けエ

クスポージャーについては、第 153 条から第 165 条に基づき、当該船舶 SPC に保証を提供

している親会社等向けのエクスポージャーとして信用リスク・アセットの額を算出するこ

とで差し支えありません。なお、保証に代えて、保証予約が提供されている場合は、第 118

条-Q2 に規定される要件を満たしている必要があります。 

① 船舶 SPC 向けのエクスポージャーに対して提供される保証が、第 118 条から第 121

条に規定される全ての条件を満たしていること。 

② 内部格付手法を採用する金融機関が、第 192 条 2 項に基づき、保証人と同一の債務

者格付を当該船舶 SPC に対して付与する方針を定めている場合であって、当該方針

に従い一括して同一の債務者格付を付与していること。

③ 保証人の内部格付を付与するに際し、当該保証を保証人向けのエクスポージャーと

して考慮することをはじめ、保証人の信用リスクを適切に評価していること。

＜内部格付制度の運用＞

【関連条項】第 200条第 1項 

第 200 条－Q1 第 200 条第 1 項（信用リスクのストレス・テスト）に定める「緩やかな景

気後退シナリオ」とは、どの程度の景気後退を想定するべきですか。 

(A) 

 「緩やかな景気後退シナリオ」は置かれている経済状況や与信ポートフォリオとの相関

等により異なるため、一律に想定することはできないと考えられます。バーゼル銀行監督

委員会による最終文書「International Convergence of Capital Measurement and Capital 

Standards: A Revised Framework（June 2004, Updated November 2005）」のパラグラフ 435

においては、連続 2四半期ゼロ成長が続く程度（two consecutive quarters of zero growth）

の状況を想定したシナリオが例示されていますが、通常の景気循環の中で各金融機関の与

信ポートフォリオが受ける影響（ストレス）が適切に反映されるシナリオの設定が求めら

れます。 



46

＜内部統制＞ 

【関連条項】第 202条 

第 202 条－Q1 信用リスク管理部署の独立性は、どの程度求められますか。 

(A) 

内部格付手法においては、金融機関の内部格付制度や推計パラメータに基づき早期是正

措置の前提となる自己資本比率を算出することが認められる一方、その正確性・客観性を

堅固な内部統制により担保させる観点から、第 202 条第 2項において、「与信部門及び与信

業務の担当者から機能的に独立した」信用リスク管理部署の設置が求められています。こ

れは、信用リスク管理部署が、内部格付制度の設計、格付制度の検証及び運用の監視、こ

れらの報告書作成や格付手続の管理等を所管し、格付制度の適切な運営や、格付の正確性・

一貫性の確保に責任を負う内部牽制部門であり、その牽制機能はバーゼルⅡで定める内部

格付手法の採用及び継続利用の観点からは不可欠な機能であると考えているためです。 

信用リスク管理部署が担うとされる内部格付制度の設計や監視・検証業務について考え

ると、恣意性の入る隙のない客観的・機械的なプロセスに基づき明確な結論を導き出すと

いった作業は想定され難いため、上記のような内部牽制機能が十分に発揮されるための組

織的及び機能的な分離が強く期待される状況であると考えています。 

例えば、顧客と相対して案件を組成する機能、融資推進機能、又は個別与信先への営業

方針に係る決定機能が信用リスク管理部署の中に並存している場合に、個別案件に対する

内部格付付与に対する監視や、融資推進において重要視されているセクターの内部格付制

度の設計・検証において、十分な内部牽制機能を確保することは難しいものと考えられま

す。 

また、信用リスク管理部署が、担当役員も含めて与信部門と切り離された組織でない場

合にも、上記と同様の理由から、十分な内部牽制機能の確保は難しいものと考えられます。 

この他、信用リスク管理部署の主要な業績評価項目の一つとして「信用リスク計測の正

確性」等の信用リスク管理に係る項目が含まれているか否かについては、内部格付制度の

設計・検証等の信用リスク管理実務の発展が求められる位置付けにあって、信用リスク管

理部署が真に内部牽制機能を発揮する上では不可欠な要素であると考えています。 

もっとも、与信部門に該当する部署は各金融機関により部署名や組織体制が異なるもの

と想定され、また告示においても「機能的」な独立性を重視していることに鑑み一律の判

断を行うことは適当ではないとも考えられるため、与信部門及び与信業務の特定に際して

は上記のような状況を総合的に踏まえて、各金融機関内部で組織及び機能の整理について

検討を行うことが必要であると考えています。 

＜内部統制＞ 

【関連条項】第 203条 

第 203条－Q1 内部格付手法において求められる内部監査部署の業務とはどのようなもので
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すか。（平成 18年 7月 28 日追加） 

(A) 

内部格付手法においては、内部監査部署が最低要件の遵守状況等を年一回以上の割合で

監査していること自体が最低要件の一つとされている他、内部監査部署が独立した立場で

内部格付制度及びその運用の適切性を確認することが求められており、内部格付制度が適

切に設計及び運用されることに責任を負う部署に対する内部牽制部門と位置付けられてい

ます。従って、内部格付手法を採用する金融機関においては、内部監査部署は従来から所

管している業務に加えて、内部格付制度に関する確認業務も所管業務としている必要があ

ります。 

内部監査部署の当該確認業務について例示すると、①内部格付制度に関する業務執行状

況の適切性確認、②これを統制する信用リスク管理部署の与信部門からの独立性の確認、

③内部格付や格付付与・プールへの割当ての正確性や一貫性の確認、④推計パラメータの

適切性の確認、⑤内部格付制度や推計パラメータの検証に係る適切性の確認、⑥データ管

理や担保評価の適切性の確認、⑦信用リスク・アセット額等の算出に係る IT システムの適

格性の確認等が挙げられます。具体的には、③では大口与信先や格付修正先（一次格付が

修正された先）のサンプル・チェック、④では実績観測データや推計プロセスの適切性の

確認、⑤では検証要領等に照らした検証プロセスの適切性や検証項目の十分性の確認、検

証結果の評価やこれを踏まえた対応の適切性の確認等が含まれると想定されるところです。 

もっとも、内部格付手法を採用する金融機関における内部統制機能の整備に関しては、

内部監査部署の確認業務に先立って信用リスク管理部署等による業務執行プロセスにおけ

る統制機能の発揮が期待されることから、信用リスク管理部署による制度運用に関する監

視の深度、格付基準や格付プロセスの客観性の程度、内部格付制度の設計部署と検証部署

との分離状況等も勘案した上で内部監査部署による確認業務の範囲や深度を定め、関与部

署を総合して有効な内部統制機能を確保することが重要であると考えられます。また、上

述の確認業務の過程において、内部監査部署が業務執行部門に対して必要となる検証等の

再履行を指示し、所期の目的を達成することで当該確認業務を遂行することが可能な分野

も想定されること、当該金融機関における組織体制等の変遷経緯や陣容等を踏まえる必要

もあると想定されることから、必ずしも過度に重層的な態勢整備や画一的な態勢整備を求

めるものではありません。 

なお、こうした内部監査部署による確認業務を的確に実施するため、組織体制面の整備

や業務範囲の定義等に加えて、内部格付制度及びその運用の適切性に係る確認手法の確立

やマニュアル等の整備が求められます。 

＜デフォルトの定義＞ 

【関連条項】第 205条第 1項 

第 205 条－Q1 リテール向けエクスポージャーにおけるデフォルト事由に当たらない場合
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として、「元金又は利息の支払が約定日の翌日を起算日として延滞している期間が、百

八十日を超えない範囲で信用リスク管理指針に記載された一定の日数を超えないとき」

が規定されていますが、当該「百八十日」を「六月」と読替えることは許容されますか。

(A) 

一貫性をもって利用するのであれば、差し支えありません。 

＜デフォルトの定義＞ 

【関連条項】第 205条第 1項第 2号 

第 205 条－Q2 デフォルト事由として規定されている、「重大な経済的損失を伴う売却を行

うこと」を運用するにあたっての留意点は何ですか。 

(A) 

「重大な経済的損失を伴う売却を行うこと」をデフォルト事由の一つとする理由は、エ

クスポージャーの売却時に、当事者間の合意で決まる価格から判断して「要管理債権」相

当以下に信用状況が下がっていたと判断すべきことが明らかになる場合にも、デフォルト

としての取扱いをする必要があることです。 

株式等エクスポージャーを除くエクスポージャーに対する当該デフォルト事由の運用に

当たっては、少なくとも「要管理債権」の引当率レベル相当（保全状況にも拠りますが、

当分の間は、30 パーセント程度を目安とします。）の個別債務者の信用リスクに起因すると

判断すべきディスカウントを伴う売却が行われた場合は、当該デフォルト事由に該当する

ものとして取扱うべく、各金融機関において基準を設定し運用されることが求められます。 

これに対し、株式等エクスポージャーに関しては、取得価額と売却価額の差であるディ

スカウントのみを以ってして個別発行体の信用状況の変化を定義することが困難であるこ

とから、「要管理債権」の引当率レベル相当のディスカウントを伴う売却が行われた場合で

も、これ自体が直ちにデフォルト事由に該当すると取扱う必要はありません。 

＜デフォルトの定義とパラメータの推計（株式等エクスポージャー）＞

【関連条項】第 205条第 1項、第 213 条第 1項第 1号 

第 205 条－Q3 直接に信用供与を行っていない事業法人等が発行する株式等エクスポージ

ャーに対して PD/LGD 方式を用いる場合に、各債務者格付に対応する PD の実績値の算出

に当たり、当該事業法人等のデフォルト実績等を含めるべきですか。 

(A) 

 PD/LGD 方式を用いて株式等エクスポージャーの信用リスク・アセットの額を算出する場

合、当該株式等エクスポージャーの対象となる事業法人に直接に信用供与を行っていなく

とも、第四節第一款から第八款までに規定されている最低要件を満たしている限りにおい

て、金融機関内部にて推計した PDを用いることが認められています（第 166 条第 9項及び

第 10項）。 
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もっとも、当該株式等エクスポージャーの対象となる事業法人のデフォルトに関する十

分な情報を有し、PD を適切に推計し得たとしても、「要管理債権に該当する」とされる延滞

や重大な経済的損失を伴う売却などの第 205 条第 1 項に規定されるデフォルトの定義は、

株式等エクスポージャーに適用されるものでありません。このため、デフォルトの実績デ

ータを用いて事業法人等向けエクスポージャーの債務者格付に対応する長期平均 PD を推計

する場合には、株式等エクスポージャーのみを保有する事業法人は PD 推計のための母集団

には含めないことが原則となると考えられます。 

＜デフォルトの定義とパラメータの推計（リテール向けエクスポージャー）＞ 

【関連条項】第 205条、第 219 条等 

第 205 条－Q4 リテール向けエクスポージャーに対して保証が付されている場合、代位弁

済を用いてデフォルト事由を把握し、PD や LGD のパラメータを推計することに問題は

ありますか。 

(A) 

リテール向けエクスポージャーについてのデフォルト事由は、要管理債権に該当するもの

と査定する事由の発生が原則ですが、元金又は利息の延滞の期間が 180 日を越えない一定

の日数が信用リスク管理指針に記載されている場合に限っては、当該日数を超えていない

場合はデフォルト事由にあたらない、とすることができることが規定されています。一般

的に保証人による代位弁済はデフォルト事由にあたるものと考えられますが、代位弁済が

実施されていない場合であってもデフォルト事由に当たる状況があり得ることには留意が

必要です。具体的には、PD の推計を実施する際に保証人による代位弁済率のデータを活用

しようとする場合には、上記の点を考慮し適切な取扱いが求められます。 

他の留意点として、内部格付手法においては、一定の場合を除き、債務者のデフォルト

事由と保証人のデフォルト事由との相関関係が低いことを想定した信用リスク削減効果勘

案（所謂ダブル・デフォルト効果の勘案）が認められないことが挙げられます。そのため、

例えば、リテール向けエクスポージャーの LGD を推計する際に、代位弁済による回収額を

そのまま勘案することは、基本的に認められません。

＜パラメータの推計＞ 

【関連条項】第 205条第 3項・第 4項、第 213 条、第 215 条、第 216 条 

第 205条－Q5 デフォルト後にデフォルト事由が解消されたエクスポージャーは非デフォル

トとして債務者格付を付与し、その後、再びデフォルトした場合にはデフォルトとして

認識することが規定されていますが、パラメータ推計における実績観測データ上でも、

非デフォルトへの復帰や再デフォルトはすべて認識することが求められるのでしょう

か。（平成 18年 7月 28 日追加） 

(A) 
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第 205 条に定めるデフォルト事由が解消されたと認められる場合、当該エクスポージャ

ーは非デフォルトに該当する債務者格付が付与され、再びデフォルト事由が生じた場合は

デフォルトに該当する債務者格付が付与されることとなりますが、期初に非デフォルトで

あった先が期中（１年間）に複数回のデフォルト及び非デフォルト復帰が生じた場合に、

PD 推計や LGD 推計及び EAD 推計に係る実績観測データにおいて１回目のデフォルトのみ認

識する等の取扱いも可能と考えられます。例えば、延滞債権等において頻繁にデフォルト

と非デフォルトを行き来するような場合、実績デフォルト率や実績損失率の観測実績値が

影響を受け、これら実績値を基礎として推計される PDや LGD 及び EAD が実態から乖離する

可能性も想定されます。従って、パラメータ推計の適切性が確保される場合においては、

実際の債務者格付の付与とは別に、実績観測データ上の取扱いとしてこのような取扱いが

認められ得ると考えられます。 

もっとも、このような取扱いを行うに際しては、各パラメータの推計に使用する実績観

測データを整合的に取扱うことが前提であり、デフォルト実績観測データにおいて１回目

デフォルトのみ認識する場合には、LGD 実績観測データにおいても１回目のデフォルトを起

点とした LGD 実績（それ以降の期中デフォルトに起因する損失を包含する LGD 実績）を観

測すること等が求められます。また、これら対応の結果として、推計パラメータが非保守

的となっていないことの確認や、データ観測やパラメータ推計の正確性を担保するために、

規程類の整備や内部牽制部門による確認等が適切に行われることが必要と考えられます。 

＜信用リスク・アセットの額＞ 

【関連条項】第 210条、第 211 条、第 212 条、第 213 条等 

第 210 条－Q1 デフォルト実績が少なく、定量的な手法では PD が推計できないエクスポー

ジャーについてはどのように取扱うべきですか。（平成 18 年 7 月 28 日追加） 

(A) 

 デフォルト実績の少ないエクスポージャーや格付区分等については、金融機関の内部デ

ータに基づくパラメータ推計や検証実施における困難性が認識されています。このような

状況が生じる場合としては、例えば、過去からの経験値としてデフォルト件数が少ないソ

ブリン等向けエクスポージャー、高格付の事業法人等向けエクスポージャー、又は一つの

金融機関が保有する債務者数が限られているケース等が代表的なものとして挙げられます。

これらエクスポージャー等では、実績観測データの期間が十分でないことや債務者数の絶

対数が不足することによるパラメータ推計の精度や、推計パラメータの検証の有意性に関

する懸念が共有化されているところです。 

このようなケースについては幾つかの対応が想定されており、例えば、パラメータ推計
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の際に第 213 条第 1 項第 2 号等に示されているように、一定の条件を満たすことを前提に

外部格付等の外部情報を利用することが許容されています。また、バーゼル銀行監督委員

会による「Validation of low-default portfolios in the Basel Ⅱ Framework (Basel 

Committee Newsletter No.6､ September 2005)の Annex」においては、主として PD 推計や

PD 検証に用いるデータとして、外部格付に係る情報を始めとする外部情報の利用に加えて、

金融機関の内部データを利用する場合の対応として、①内部の類似ポートフォリオを統合

したパラメータ推計、②隣接した格付区分を統合したパラメータ推計（第 182 条第 2 項及

び第 3項と整合する範囲にて）、③格付遷移情報を利用したパラメータ推計（例えば長期累

積遷移率を期間 1年に換算した上で 1年間の PD推計の基礎とする方法）等が例示されてい

ます。 

なお、パラメータ推計に用いるデータについては、デフォルト定義、母集団性やデータ

抽出された時点の貸出基準、内部格付制度及び格付基準、並びにその他重要な特性に関し

て当該パラメータを適用するエクスポージャーと整合していること等が求められるため、

これらが比較可能なデータを用いた上で、当該金融機関のデータとの相違点の分析を実施

し、必要に応じてパラメータを保守的に修正する等の対応が必要となります（第 211 条、

第 213 条第 2項）。 

＜パラメータの推計＞

【関連条項】第 210条、第 212 条～第 217 条、第 224 条～第 227 条、第 236 条 

第 212 条－Q1 パラメータ推計に際して「推計値を保守的に修正しなければならない」との

規定がありますが、どのような場合に修正が求められますか。           

（平成 18年 7月 28日追加） 

(A) 

 過去の実績値が将来推計の基礎となるため、適切な実績観測データの整備及び当該デー

タから観測される実績値をベースとしたパラメータ推計の実施が基本となります。具体的

には、①実績観測データの確定（実績観測データの正確性・適切性の確認を含む）、②実績

観測データに基づく実績値の把握、③観測実績と既推計パラメータとの比較検証、④検証

結果を踏まえたパラメータの維持又は修正の検討、⑤パラメータの確定（保守的修正を含

めたパラメータ値の確定）等が、パラメータ推計プロセスの例示として挙げられます。 

保守的な修正の必要性については、例えば、PD 推計においては、ア）実績観測データが

景気循環（サイクル）を網羅していない（景気後退期を含まない）データの場合、イ）観
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測データを跨いで信用供与実務や回収手続が変更された場合、ウ）債務者又はエクスポー

ジャーの異動や増減等により観測実績の母集団の安定性が確保されない場合、エ）所謂「シ

ーズニング効果」が認められる場合（主にリテール区分）、オ）データ数やデータ観測期間

の不足等により統計的な有意性に配慮が必要な場合等が挙げられます。 

このような一連のパラメータ推計プロセスを経ることで、第 210 条及び第 211 条～第 217

条、並びに第 224 条に定める「実績観測データの整備」や「推計値の保守的な修正」に適

合するものと想定されます。また、適切な実績観測データにより安定的な数値として推計

されたパラメータは、第 213 条第 1項第 1号で示される「長期平均 PD」、第 216 条第 1項第

2号で示される「長期平均デフォルト時損失率」（以下「長期平均 LGD」とする）、第 224 条

第 3項第 1号で示される「長期的なデフォルト加重平均 EAD」等の概念や、第 236 条（推計

値の是正）で想定する検証内容とも整合するものと考えられます。 

なお、長期平均 LGD については、更に景気後退期における実績デフォルト率と実績 LGD と

の関係も考慮して、景気後退期を勘案した LGD が長期平均 LGD を上回る可能性を勘案した

上で、最終的な LGDの推計値を設定することとなります。 

＜パラメータの推計＞ 

【関連条項】第 213条第 1項第 1号

第 213 条－Q1 「長期平均 PDの推計」を実施する際には、例えばどのような方法が想定さ

れますか。 

(A) 

 一般的な方法としては、期初（前期末）の非デフォルト債務者数と、これら債務者のう

ち期末（１年後）までにデフォルトに至った債務者数とを観測し、後者を前者で除した値

（デフォルト債務者数÷期初非デフォルト債務者数）を求めることで当該期（１年間）の

実績デフォルト率を算出するプロセスを、長期の観測対象期間に渡り行った上で、各期の

数値を単純平均して長期平均実績デフォルト率を算出してパラメータ推計の基礎とするこ

とが想定されます。この場合、期中に実行した新規先から生じたデフォルト債務者もカウ

ントする取扱いや、期中の消滅先及び期中の新規先を考慮して期初・期末の平均を期初の

非デフォルト債務者数とする取扱い等、推計パラメータの保守性や適切性を考慮した対応

も検討すべき事項となります。 

このようにして算出した長期平均実績デフォルト率をベースに、実績値に対する保守的

補正を主とした将来見込の考慮、これらを踏まえたパラメータ維持又は修正の検討など、

一連のパラメータ推計プロセスを実施することが想定されます。 

＜パラメータの推計＞ 

【関連条項】第 214条第 4項 

第 214 条－Q1 「リテール向けエクスポージャーについて、PDが信用供与の時期又は経過期
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間に依存するものであって、短期的な PD の推計値を用いることが不適切である場合は、

PD の推計値を上方に修正することを検討しなければならない」とありますが、具体的に

はどのような事例を想定していますか。（平成 18年 7月 28 日追加） 

(A) 

 リテール向けエクスポージャーの中には、与信時から一定期間後にデフォルト発生がピ

ークに達する種類のエクスポージャーがあると想定され（所謂「シーズニング効果」）、こ

のようなリスク特性を有するリテール区分の残高が増加しているケース等においては、将

来的にデフォルト率が高騰して所要自己資本が増加する蓋然性が高いと認められるため、

予め、当該シーズニング効果を見込んだ PD推計が必要であると考えられます。また、残高

が安定的である場合においても、将来の残高変動の可能性に鑑み、シーズニング効果の有

無に関する確認と、シーズニング効果を考慮したリテール区分の検討を行うことが必要と

なります。 

なお、このようなリスク特性は、プール区分に関する分析・検証を行う際に認識され得

るものと想定され、プール管理の過程においても継続的に監視されるべき事項と考えられ

ます。 

＜パラメータの推計＞

【関連条項】第 215条、第 216 条、第 217 条、第 205 条第 3項 

第 215 条－Q1  LGD 推計における実績観測データの取扱いについて、例えば、デフォルト

後に非デフォルトへ復帰したエクスポージャーに関しては、その時点の残高が全額回収

されたものとして LGD 推計に取り込むことは認められますか。           

（平成 18年 7月 28日修正） 

(A) 

 第 205 条に定めるデフォルト事由が解消されたと認められる場合、当該エクスポージャ

ーは非デフォルトに該当する債務者格付が付与されることとなりますが、LGD 推計に係る実

績観測データにおいても、デフォルトした時点から非デフォルトに復帰する期間に係る費

用を計上した残額を回収額として認識することが可能です。ただし、貸出条件緩和債権に

係る取扱いについては、「主要行等向けの総合的な監督指針」、「中小・地域金融機関向けの

総合的な監督指針」、及び「貸出条件緩和債権関係Ｑ＆Ａ」に準拠した取扱いがなされてい

ることが前提となります。また、実際のパラメータ推計に際しては、非デフォルトへの復

帰とマクロ経済や金融機関内部の与信ポートフォリオとの関係等について分析を行い、非

保守的な推計値とならないよう適切なパラメータ推計が求められます。 

なお、LGD 推計における実績観測データの取扱いについては、本件以外についても留意が

必要です。また、LGD 推計に関しては実績観測データの取扱い以外にも整理が必要であると

認識していますが、現状、バーゼル銀行監督委員会での検討が継続して進められている状

況にあるため、その結果も踏まえて整理を行っていく予定としています。 
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＜パラメータの推計＞ 

【関連条項】第 215条、第 216 条 

第 215 条－Q2 LGD 推計における実績観測データの取扱いについて、回収が完了していない

案件（未終結先）やデフォルト後の追加与信に関する留意点はありますか。

（平成 18年 7月 28日追加） 

(A) 

回収実績データに基づき LGD の推計を行う場合においては、回収実績を認識するに際し

て事前の基準が必要となるものと考えられ、具体的には実績観測データの整備に関する基

準設定が求められます。例えば、非デフォルトへ復帰した案件の取扱いや、回収が完了し

ていない案件（未終結先）の取扱い、或いはデフォルト後の追加与信の取扱いが挙げられ

ます。 

このうち未終結先については、一般的に、早期に回収が図られる案件に関しては回収率

が高くなる（LGDが低くなる）傾向があると考えられており、未終結先を除外して実績観測

データを設定し、これを基礎として LGD 推計を行った場合には推計値が非保守的となるこ

とが想定されます。一方で、未終結先を含めて実績観測データを設定する場合については、

推計時点までの回収額のみ認識する方法を採る場合では推計値が必要以上に保守的となる

ことや、推計時点までの回収額に加えて将来の回収見込みを認識する場合では将来見込み

の予測精度により推計 LGD の信頼性が損なわれることや推計値が非保守的となることが想

定されます。従って、その取扱いについては十分なデータ分析に基づく慎重な検討が必要

であると考えられ、金融機関による手法選択の判断根拠、及び LGD の推計値が保守的であ

ることの疎明が求められます。なお、そもそもの回収完了の認識に関して、例えば、デフ

ォルト時から一定期間経過した案件や、回収率が一定程度に達した案件等を「見做し終結

先」として取扱うことも想定されますが、その場合も当該取扱いの適切性を確認した上で

定義等を定めることが求められます。 

また、デフォルト後の追加与信については、当該金額をデフォルト時のエクスポージャ

ー額（EAD）に含めて認識した上で、当該追加与信に係る回収を回収額に含めて認識する取

扱いが想定されますが、追加与信の割合が大きい場合で当該追加与信すべてが回収できた

事例等では、実績値が非保守的となることが考えられ、これを基礎として LGD 推計を行っ

た場合には推計値も非保守的となることが想定されます。従って、このような取扱いは避

けることが適当であると考えられ、別途の与信として取扱う方法や、追加与信額をマイナ

スの回収として計上した上で当該追加与信に係る回収を回収額に含めて認識する取扱い等

が想定されます。もっとも、前者の取扱いについては、回収実績を既往与信（追加与信を

行う前の与信）からの回収と、追加与信からの回収とに区分することが可能であるか否か

の確認が求められ、後者については追加与信が回収されない事態になった場合には非常に

大きなマイナスの回収率（非常に大きな LGD 値）となることが想定されその際の取扱いに
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ついて検討が求められます。 

なお、前掲設問（第 215 条－Q1）に記載した非デフォルト復帰先の取扱いも含め、適切

な LGD 推計が可能となるよう実績観測データの取扱いを検討することが重要であると考え

られます。 

＜手形割引の取扱い＞ 

【関連条項】第 216条第 5項、第 221 条 

第 216 条－Q1 手形の割引を行った際の信用リスク・アセットの額の算出はどのように行

えばよいですか。 

(A) 

手形割引に関するリスクの判断を行うにあたっては、金融機関は、振出人の支払い能力の

他、割引依頼人の業況、自行預金、自行に差し入られている担保の価値に鑑みた割引依頼

人の買い戻し能力を総合的に考慮しているものと考えられます。 

手形の割引は、一般に手形の売買であると解されております。手形の売買であるとすれば、

特約がなければ、割引を行った金融機関は手形が不渡りになって遡求権が発生したときに

はじめて割引依頼人に対する権利を取得するに過ぎないことになります。このような理解

を前提として、割引手形の買戻請求権を規定し、一定の事由がある場合には手形の呈示期

間到来前にも割引依頼人に対して手形金から満期までの利息を控除した額の支払いを請求

できるものとしている銀行取引約定書も見られます。このような理解に立つ場合、振出人

に対するエクスポージャーについて、割引依頼人(裏書人)による保証が付されていると考

えることが素直であると考えられます。このような考え方に立つ場合は、信用リスク・ア

セットの額の算出を行うにあたっては、振出人に対するエクスポージャーとして算出した

上で、保証による信用リスク削減効果を勘案することが可能です。なお、信用リスク削減

効果の勘案に当っては、第 221 条に規定されている適格保証に関する要件等を満たす必要

があります。 

もっとも、割引依頼人と割引人の関係は手形割引に関する当事者間の契約条項によって定

まる問題であると考えられ、割引依頼人と割引人との間では消費貸借が成立することを前

提とする銀行取引約定書も想定し得ないわけではありません。このような考え方を前提と

する場合、金融機関は手形割引をした時点で即座に消費貸借上の権利を割引依頼人に対し

て取得することになります。このような考え方に立つ場合には、割引依頼人に対するエク

スポージャーに係る信用リスク・アセットの額を算出し、その際に振出人に対する手形債

権が担保に付されていることを踏まえて LGD について調整を行うことが可能です。なお、

債権担保による信用リスク削減効果を勘案するためには、基礎的内部格付手法を採用する

金融機関であって割引依頼人が事業法人である場合には、第 156 条第 4 項第 1 号等の適格

要件（ただし、金融機関が割引手形を所持しており、かつ、銀行取引約定書等により手形

の買戻特約が設けられている場合には、担保契約に相当する文書は必ずしも要しません。）
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を、それ以外の場合には第 216 条第 5 項の LGD の推計に係る要件を、それぞれ満たす必要

があります。 

＜パラメータの推計＞

【関連条項】第 216条第 6項 

第216条－Q2 内部格付手法におけるELdefaultは、どのように推計するのが適切でしょうか。

（平成 19年 5月 9日追加） 

(A) 

第 216 条第 6 項に定めるデフォルトしたエクスポージャーに係る期待損失（ELdefault）の

推計については、基礎的内部格付手法採用行の事業法人等向けエクスポージャーにおいて

は当局設定 LGD の 45％（劣後債権の場合は 75％）を、内部格付手法採用行の株式等エクス

ポージャー（PD/LGD 方式）においては当局設定 LGD の 90％を利用することが認められます。

また、事業法人等向けエクスポージャーを被担保債権とする適格金融資産担保や適格資産

担保が設定されている場合には、当該担保による信用リスク削減の効果を勘案した当局設

定 LGD を利用することも可能です。 

一方で、先進的内部格付手法採用行の事業法人等向けエクスポージャー、及びリテール

向けエクスポージャーについては、第 216 条第 6 項に定めるとおり、経済状況や当該エク

スポージャーの状態を考慮するほか、過去の実績に照らして想定される回収期間における

追加損失の可能性等を考慮した期待損失の最善の推計値としてのELdefault推計が求められま

す。当該 ELdefaultについては、損失の認識手法の違い等から必ずしも会計上の貸倒引当金と

一致するものではないと考えられますが、DCF 法により算定された貸倒引当金等については、

内部格付手法と整合した推計方法であることや非保守的な推計値となっていないこと等が

説明される場合には、内部格付手法における ELdefaultとすることも許容されます。 

なお、先進的内部格付手法採用行の事業法人等向けエクスポージャー、及びリテール向け

エクスポージャーにおける LGD（景気後退期を勘案した LGD）の値が ELdefaultの値を上回る

場合には、当該デフォルトしたエクスポージャーについて、LGD 及び ELdefaultを用いて第 153

条及び第 154 条の 2 第 3 項、並びに第 159 条から第 162 条までに掲げる算式により信用リ

スク・アセットの額を算出することが求められることに留意が必要です。 

＜保証及びクレジット・デリバティブに関する要件＞ 

【関連条項】第 219条第 3項 

第 219 条－Q1 保証による信用リスク削減手法として、PD の調整を選択している場合、あ

るエクスポージャーの保証人の PD が上昇した場合であっても、引き続き PD の調整を

継続して行う必要はありますか。 

(A) 

先進的内部格付手法における事業法人等エクスポージャー及び内部格付手法におけるリ
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テール向けエクスポージャーに対しては、PD 又は LGD を調整することにより保証効果の勘

案をすることが認められていますが、当該調整方法の恣意的運用を防ぐことを趣旨として、

継続的な使用を要件としています。そのため、PDの調整を選択している場合に保証人の PD

上昇によって信用リスク削減効果が減少することを理由として、LGD の調整に変更すること

は認められません。もっとも、信用リスク削減手法適用後の信用リスク・アセットの額が

増加してしまう場合には当該削減手法の適用を要しない旨、第 80条第 3項に規定されてお

り、保証効果を勘案しない取扱いは認められます。 

＜トップ・ダウン・アプローチ等の最低要件＞ 

【関連条項】第 232条第 4項第 4号 

第 232 条－Q1 「特定又はすべての購入債権のプールにおける総額ベースで一債務者に対

する信用供与の集中を監視する有効な指針及び手続」とは、どのような指針及び手続

を想定していますか。 

(A)  

第 232 条第 4 項第 4 号では、購入リテール向けエクスポージャー及びトップ・ダウン・

アプローチを用いる適格購入事業法人等向けエクスポージャーの信用リスク・アセットの

額の算出に当たっては、プールに属する購入リテール向けエクスポージャー及び適格購入

事業法人等向けエクスポージャーの損失のボラティリティが適切な範囲に収まるように、

プール内でのリスクの分散が確保されることを求めています。このような観点から、「特定

又はすべての購入債権のプールにおける総額ベースで一債務者に対する信用供与の集中を

監視する有効な指針及び手続」が設けられているというためには、少なくとも個別の購入

債権プールにおいて、債務者ごとにプール内のエクスポージャーを名寄せした上で、第 1

条第 60 号（及び本 Q＆A【第 1 章（定義）＜内部格付手法関係＞】第 1 条 60 号－Q1）に掲

げる要件が満たされていることを監視するための指針及び手続を設けることが必要です。 

＜内部格付制度及び推計値の検証＞

【関連条項】第 233条、第 234 条、第 235 条 

第 233 条－Q1 「内部格付制度及びその運用、PD、LGD 及び EAD の推計値の正確性並びにそ

の一貫性を検証する頑健な制度を設けなければならない。」とありますが、内部格付制

度を検証する際の留意点は何ですか。 

(A) 

 内部格付手法においては、自己資本比率規制において、自らの推計パラメータに基づき

自己資本比率を算出することが認められますが、当該パラメータの正確性・一貫性を担保

する観点から、パラメータ推計の前提となる内部格付制度の適切性に関する定期的な確

認・分析が求められます。 

例えば、債務者格付制度に関する定量的な検証としては、格付区分ごとの PD とデフォル
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ト実績との整合性や、格付区分の序列精度（AR 値等）等の視点にて、業種ごと・企業規模

ごと・与信額ごと等のクロスセクション分析や時系列分析等を実施することが考えられま

す。また、主要な格付付与プロセスごと（財務評価、非財務評価等のステップごと）の検

証も格付制度の有効性を確認し維持していくために必要と想定され、この中には主要な統

計モデルやスコアリング評点等に係る検証も含まれます。このうち、統計モデル等の改訂

に伴う検証に関しては、原則として統計モデル等の構築時に利用していないデータによる

検証を要することに留意が必要です。 

 上記の検証事例では、特定業種や大口与信先等に甘い格付制度になっていないか否かの

「客観性」や、格付区分の序列に意味があるか否かの「有意性」、及び景気変動と格付遷移

の連動性等の「安定性」等を確認することとなりますが、プール区分に関する検証も含め

て内部格付制度の検証を実施することにより、適切性や信頼性のある格付区分やプール区

分に基づく一連のパラメータ推計プロセスを実施することが可能となります。従って、こ

れら検証を適切に実施するため、検証内容の要件定義、検証の実施と報告、検証結果を踏

まえた制度運営等の一連の業務運営を担保する組織態勢の整備及び検証要領等の規程類の

整備についても適切な対応が求められます。 

 なお、検証内容の要件定義に際しては、個々の金融機関ごとに与信ポートフォリオの特

徴、債務者データ数及びデフォルト先数、並びに格付付与プロセスや使用モデルの種類等

に違いがあると想定されることから、必ずしも画一的な検証内容に限定するものではなく、

個々の状況に適合した検証を実施することが重要であると考えられます。 

＜内部格付制度および推計値の検証＞ 

【関連条項】第 233条、第 234 条、第 235 条 

第 233 条－Q2 内部格付制度及び推計値の検証に関して「頑健な制度を設けなければならな

い。」とありますが、一般的にはどのようなことが求められますか。        

（平成 18年 7月 28日追加） 

(A) 

内部格付手法においては、内部格付制度や推計パラメータの信頼性、格付付与やプール

への割当てにおいて使用するモデルやその他の評価プロセスの客観性や有意性、及びパラ

メータ推計プロセス等の適切性等について定期的な分析や確認を行い、その結果に基づき

必要に応じた内部格付制度の調整や改訂を図っていく検証プロセスを確立し運営していく

ことが求められます。 

検証プロセスのうち、内部格付制度に関する定量的な検証については前掲設問（第 233

条－Q1）に事例を挙げたところですが、これ以外の検証の事例としては、①格付付与やプ

ールへの割当てに係る基準やプロセスの合理性や演繹性等の定性的な評価、②統計モデル

やスコアリング評点（モデル等）を含む各種計算プロセスの正確性、③債務者情報や債権

情報等の入力データの正確性及び適切性、④モデル等を使用する際の前提条件と実際の利
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用状況の整合性、⑤内部格付制度の景気変動との整合性、⑥パラメータ推計に使用する実

績観測データの正確性及び適切性、⑦推計パラメータに関する定量的・定性的検証、⑧外

部に検証を委託した場合にその検証結果の正確性及び適切性の確認等が想定されます。 

また、定量的な検証については、その検証手法の観点から、事前の予測値と事後の実績

値との比較分析（バック・テスティング）に加えて、外部情報や過去の内部実績等との比

較分析（ベンチマーキング）の有効性が認識されており、より多面的な検証を行うことに

より内部格付制度やモデル等の構造的な弱点の把握や相対的な性能評価が強化されること

が期待されます。大企業・中堅企業等向けの格付推定モデルやこれに類する機械的な手法

を使用する金融機関においては、外部格付機関による外部格付と当該モデル等による評価

との対応関係の分析（評価ギャップ分析及び格付遷移分析）を行うことが適切であると考

えられます。

なお、ベンチマーキングに関する一般論として、当該金融機関に適した比較対象（ベン

チマーク）を選択することが重要であること、分析結果は直接に内部格付制度等の評価と

なるものではなく詳細な分析の必要性を示唆するものであること等に留意を要します。

このような視点による包括的な検証プロセスの整備に際しては、検証結果に関する評価

基準（検証結果の許容水準）の設定や、検証結果を踏まえた対応（制度の調整・改訂等）、

制度改訂及び新規導入時の検証プロセス、及びこれらの文書化も含めて、内部格付制度に

関する業務執行プロセスの一貫として設計・運用されることが求められます。また、個々

の金融機関ごとの与信ポートフォリオや内部格付に対する考え方（クレジット・ポリシー）

等に違いがあると想定されることから、必ずしも画一的な検証制度の整備を求めるもので

はなく、主要なエクスポージャーに重心を置いた検証プロセスを構築することも含めて、

個々の状況に適合した検証制度の整備を図ることが重要であると考えられます。


